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本
論
文
は
、
東
欧
の
多
く
の
民
族
を
包
挟
し
、
支
配
し
て
い
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
内
の
ス
ラ
ヴ
民
族
、
中
で
も
、
従
来
、
研
究
書
等

に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
内
の
小
規
模
の
ス
ラ
ヴ
民
族
（
具
体
的
に
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
、
ク

、
ア
チ
ア
人
、
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
の
セ
ル
ビ
ァ
人
）
の
動
向
に
焦
点
を
あ
て
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
の
動
向
と
比
較
し
つ
つ
、
ハ
プ
ス
プ
ル

ク
帝
国
の
再
編
、
あ
る
い
は
東
・
中
欧
の
再
編
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
の
問
題
関
心
の
中
心
は
、
第
一
次
世
界

大
戦
末
期
の
帝
国
の
解
体
と
諸
民
族
の
分
離
・
独
立
の
意
味
を
、
歴
史
的
な
連
続
性
の
中
で
問
い
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
一
九
仙
紀
後
半
か
ら
帝
国
解
体
に
至
る
ま
で
の
、
束
・
中
欧
述
邦
化
構
想
と
比
族
迦
励
と
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

歴
史
的
に
、
民
族
と
そ
の
境
界
線
が
複
雑
に
交
錯
し
、
社
会
階
層
の
あ
り
方
に
も
、
か
か
る
民
族
の
繭
層
関
係
が
反
映
し
て
い
た
東
欧

に
お
い
て
は
、
各
民
族
の
「
分
離
・
独
立
」
自
体
が
、
「
｜
民
族
．
｜
国
家
」
と
い
う
Ｚ
目
・
ロ
の
［
ｇ
の
の
形
成
に
は
結
び
つ
き
得
な
か
っ

た
。
逆
に
、
独
立
・
分
離
宣
言
後
の
人
為
的
国
境
画
定
が
、
戦
後
新
た
な
民
族
対
立
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題
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歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
多
民
族
捉
住
地
域
を
杯
編
す
る
に
あ
た
っ
て
、
述
邦
制
、
即
ち
識
民
族
の
緩
や
か
な
統
合
が
、
必
ず
し
も
理
想

主
義
的
、
例
外
的
で
な
い
こ
と
は
、
今
Ⅱ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ソ
連
州
と
い
う
超
大
国
が
い
ず
れ
も
（
そ
の
形
態
、
統
治
構
造
が
異
な

る
と
は
い
え
）
述
邦
制
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
限
ら
ず
、
昨
今
の
地
域
主
義
の
潮
流
が
、
い
わ
ゆ
る
貞
目
○
コ
の
日
［
の
３
の
矛
盾

を
つ
い
て
現
れ
て
き
て
い
る
事
実
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
東
・
中
欧
の
再
編
は
、
単
に
ハ
ン
ス
・
コ
ー
ン
の
言
う
よ
う
に
、
「
国
境

（
１
）

線
を
氏
族
集
団
の
境
界
線
に
従
っ
て
ひ
き
な
お
す
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
氏
族
対
立
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
大
国
に
挟
ま
れ

た
諸
氏
族
が
い
か
に
平
和
的
な
緩
衝
地
帯
を
自
民
族
地
域
と
そ
の
周
辺
に
つ
く
っ
て
い
く
か
と
い
う
「
共
存
」
の
試
み
と
し
て
行
わ
れ
た

表
よ
り
明
ら
か
な
如
く
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
と
い
う
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
独
立
国
家
は
、
例
え
自
ら

「
民
族
国
家
」
を
標
傍
し
た
に
せ
よ
、
現
実
に
は
、
多
民
族
国
家
と
し
て
、
国
内
に
、
二
大
民
族
の
対
立
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
人
、
ハ
ン

ガ
リ
ー
人
等
周
辺
諸
民
族
の
不
満
と
額
上
修
正
要
求
を
包
摂
し
つ
つ
、
出
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
氏
族
は
、
両
大
戦
間
期
の

新
国
家
に
お
い
て
、
国
内
に
お
け
る
民
族
対
立
と
対
外
的
領
土
問
題
に
苦
し
め
ら
れ
、
蛾
終
的
に
は
民
族
対
立
に
乗
じ
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ

ツ
の
介
入
と
国
家
の
解
体
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
東
欧
の
実
状
を
踏
ま
え
つ
つ
、
束
・
中
欧
の
国
家
形
成

の
在
り
方
を
、
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
角
で
考
察
す
べ
く
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
解
体
期
の
民
族
問
題
解
決
の
選
択
肢
を
洗
い
直
し
て
み

る
こ
と
は
、
甑
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
検
討
に
よ
り
、
地
理
的
に
、
西
に
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
東
に
ロ
シ
ア
、
ト
ル
コ
と
い
う
大
国
に
囲
ま
れ
て
い
る
束
・
中
欧

に
あ
っ
て
、
彼
ら
が
ヨ
ー
ぃ
シ
バ
国
際
政
治
の
中
で
生
き
抜
く
妓
善
の
国
家
形
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
、

に
あ
っ
て
、
彼
ら
〆

明
ら
か
に
し
た
い
。

の
で
あ
る
。

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
秤
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題
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《オーストリア＝ハンガリー帝国、1867-1918》

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

一
般
に
知
ら
れ
て
お
り
、
か
か
る
ス
ラ
ヴ
主
義
の
影
響
の
存
在
ゆ
え

に
、
彼
ら
の
「
連
邦
」
に
対
す
る
考
え
方
は
当
然
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
、

ル
ー
マ
ー
ー
ア
人
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
は
、
そ
の
言
語
的
・
地
理
的
位
置
か
ら
、
「
文
化
的

ス
ラ
ヴ
主
義
」
の
理
念
が
最
も
花
開
い
た
地
域
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

し
か
し
、
現
実
の
政
治
改
革
の
運
動
に
は
、
こ
の
理
念
は
い
か
に
反

映
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
国
家
建
設
の
問
題
と
し
て
、
こ
の

理
念
は
ど
こ
ま
で
有
効
性
を
持
ち
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
南
ス

ラ
ヴ
に
関
し
て
は
、
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
の
セ
ル
ビ
ア
人
地
域
は
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
外
の
セ
ル
ピ
ア
人
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
大

セ
ル
ビ
ァ
」
主
義
と
、
ク
ロ
ァ
チ
ァ
人
の
「
三
重
王
国
化
」
構
想
の

狭
間
に
位
潰
し
、
歴
史
的
に
民
族
運
動
の
活
発
な
地
域
で
あ
っ
た
。

こ
の
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
の
セ
ル
ビ
ア
人
及
び
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
動

向
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
民
族
と
の
現
実
的
妥
協
の
方
向
が

探
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
「
ス
ラ
ヴ
」
民
族
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
・
階
層
が
異
な
る
以
上
、
解
決
す
べ
き
課
題
・
方

四
九



以
上
の
問
題
側
心
に
そ
っ
て
、
木
論
文
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
Ⅲ
氷
期
に
お
け
る
束
・
中
欧
の
旧
家
再
編
の
在
り
力
を
、
ス
ラ
ヴ
洲
民

族
の
災
祇
的
研
究
に
よ
り
、
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
！

う点特内
さとがに’）こ
らしあ一独れ
にてて九立に
、いら］ｉ迎力１１
オたれ○ｍｂえ
｜かた年指、
スの研へ代導iil1i
l、分究Ｊま者・大
リ折がでに戦
アＩ土主はよ’111
,,、流、リル１
，、必を第、か
ンず，１１－小ら
〃しめに氏第
リも、はノルミニ
１充帝、の次
二分ｌ副帝氏」１ｔ
1Ｋ行内国族界
王わ部解独大
回れの体立戦
内てICがにｉ(［
のこ族必｜Ｍ１後
ハな述然すに
ンかりｉｂでるか
〃っがあ研け
りた束つ究て
｜・・たがＩ士

llllIlIかイ１１、
の欧否継マ
スのかい・リ

ラ地のでリ
ヴ域検ｌｌｌク
氏全討版、
族体、さぺ
へを第れネ
スみ二、シ

|；，繩蝿を
丁し、を’１１
キてｌＩ１ＩＩＩＰ心
アい外んと
人か亡だす
、な命．る
クる者か’１１
，，囚Ｕ）かオ
ア家リリ(る｜

ｻﾞ脳illW
人を１libのり
、行に１ｲァ
カお無で伽

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
旧
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
放
柵
地

兀
○

法
は
、
多
械
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
個
々
の
述
勅
、
方
針
を
よ
り
克
明
に
迫
っ
て
い
く
と
、
彼
ら
は
独
自
の
要
求
を
禍
げ
、
氏
族
と
し
て
の

統
一
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
自
民
族
の
役
削
を
よ
り
虹
祝
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
は
、
異
氏
族
と
の
共
存
の
中
で
、
西
欧
、
ド

イ
ツ
、
Ⅷ
シ
ア
、
ト
ル
コ
の
識
大
国
に
Ⅲ
ま
れ
て
い
る
自
他
城
を
い
か
に
緩
衝
地
粥
、
平
和
地
域
と
す
る
か
に
腐
心
し
て
い
た
の
で
あ

たす
０，－

次
に
、
．
研
究
史
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

旧
来
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
解
体
と
、
諸
民
族
の
独
立
は
、
東
欧
の
近
・
現
代
に
と
っ
て
根
本
的
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
カ
ー
ン
、
ヤ

ー
シ
、
マ
ッ
カ
ー
ト
ニ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
主
と
し
て
帝
国
維
持
・
解
体
と
氏
族
対
立
に
鵬
点
を
あ
て
た
砿
た
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き

る
し



本
論
文
に
お
い
て
、
最
も
有
用
で
あ
っ
た
の
は
、
目
３
８
穴
四
口
の
白
い
の
は
脇
、
一
穴
円
忌
め
び
『
厭
口
の
筋
冒
い
菖
口
、
百
『
・
『
の
日
、
○
二
回
目
農
‐

㈱
日
ロ
の
丙
・
３
９
コ
（
二
砿
王
国
期
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
民
族
問
題
の
歴
史
に
関
す
る
史
料
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
一
八
六
七
年
以

後
、
一
九
一
三
年
ま
で
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
内
諾
民
族
（
ス
、
ヴ
ァ
キ
ァ
人
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
、
セ
ル
ビ
ア
人
、
ル
テ
ニ
ア
人
）
の
民
族

（
６
）

運
動
の
諸
史
料
（
集
会
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
決
議
、
参
加
者
等
）
が
、
詳
細
に
わ
た
り
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ニ
ー
ー
フ
ル
ハ
ウ
ザ
ー
が

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

五
一

（
５
）

ル
パ
チ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
）
に
関
す
る
研
究
は
、
旧
来
き
わ
め
て
不
充
分
で
あ
っ
た
。
彼
ら
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
と
共

に
、
帝
国
の
最
下
層
の
諸
民
族
を
形
成
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
民
族
運
動
は
、
帝
国
内
の
チ
ェ
コ
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の

独
立
連
動
の
研
究
の
陰
に
か
く
れ
て
き
た
。
彼
ら
は
、
ま
た
、
社
会
主
義
連
動
の
側
か
ら
は
、
旧
来
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ

て
、
「
歴
史
な
き
民
」
、
あ
る
い
は
、
一
八
四
八
年
ド
イ
ツ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
雄
命
に
対
抗
す
る
「
反
動
的
」
な

民
と
規
定
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
欧
米
あ
る
い
は
現
地
に
お
い
て
さ
え
、
か
か
る
「
小
規
模
」
な
ス
ラ
ヴ
民
族
の
体

系
的
研
究
は
、
未
だ
し
の
感
が
あ
る
。

以
上
の
研
究
状
況
の
中
で
、
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
の
解
体
と
諸
民
族
の
「
独
立
」
が
、
束
・
巾
‐
欧
再
編
の
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
に
な
っ
て

き
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
一
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
か
か
る
小
規
模
の
東
欧
諸
民
族
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
周
辺
諸
民
族
と
い
か
に
共
存
し
つ
つ
、
自
民
族
を
平
等
・
対
等
な
地

位
に
ひ
き
あ
げ
る
か
と
い
う
問
題
こ
そ
、
’
九
世
紀
後
半
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
に
お
け
る
彼
ら
の
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
は
実
態
に

即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
特
に
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
以
後
、
一
九
六
○
年
代
後
半
よ
り
、
來
西
の
緊
張
緩
和
の
兆
し

と
、
ヨ
ー
ｕ
シ
バ
統
合
の
可
能
性
の
下
で
、
徐
々
に
、
東
欧
諸
地
域
の
共
存
の
あ
り
方
が
Ⅲ
わ
れ
始
め
、
述
邦
櫛
想
の
械
極
的
評
価
が
誠

み
ら
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。



ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

五
二

編
災
し
た
、
【
の
］
の
［
両
Ｐ
３
Ｂ
ご
］
‐
の
切
一
の
召
］
）
：
鼻
・
域
の
巴
の
〔
の
日
の
い
＆
愚
口
の
〔
｝
⑪
ぐ
。
ぐ
の
恩
冨
］
〔
の
日
目
『
．
（
束
ョ
１
回
ッ
。
〈
亜
近
現
代
史

（
７
）

史
料
災
）
も
那
実
確
認
に
役
立
っ
た
。

□
○
百
日
の
ロ
ロ
穴
の
一
・
ぐ
の
ロ
切
恵
日
巨
目
『
（
江
口
の
日
巨
圓
昌
ロ
ぐ
『
・
序
月
面
己
溢
１
＄
］
←
（
ス
、
ヴ
ァ
キ
ア
氏
族
迎
助
に
側
す
る
史
料
）
に

（
８
）

つ
い
て
は
、
膨
大
な
史
料
災
の
一
部
し
か
入
手
し
え
て
い
な
い
が
、
利
川
し
・
え
た
限
り
に
お
い
て
有
川
で
あ
っ
た
。

ま
た
こ
こ
で
は
使
川
し
な
か
っ
た
が
、
ル
ー
マ
ニ
ア
民
族
主
義
者
ヴ
ァ
イ
ダ
と
フ
ラ
ン
ッ
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
卜
の
譜
筋
災
に
見
ら
れ

（
９
）

る
、
帝
国
を
多
一
氏
族
的
立
恋
国
家
に
改
造
し
「
近
代
」
的
国
家
Ⅳ
雌
を
試
み
よ
う
と
す
る
述
川
榊
旭
汁
阿
は
一
不
唆
的
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）

そ
の
他
、
ホ
ッ
ジ
ャ
の
凹
想
録
が
小
氏
族
の
共
存
の
あ
り
方
を
一
水
し
、
興
味
深
か
っ
た
。

研
究
書
に
つ
い
て
は
、
既
に
か
な
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
個
別
の
説
明
は
行
わ
な
い
が
、
特
に
連
邦
制
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ィ
ー

（
Ⅲ
）

ラ
ー
、
メ
ー
レ
イ
、
ケ
ー
ヴ
ァ
ー
ゴ
Ｉ
ら
の
研
究
が
批
放
で
あ
っ
た
。

本
納
文
は
、
か
か
る
研
究
の
流
れ
に
そ
う
形
で
、
Ⅲ
来
兇
過
ご
さ
れ
て
き
た
小
川
桃
か
ス
ラ
ヴ
氏
族
の
励
向
に
無
点
を
鵬
え
つ
つ
、
帝

国
の
解
体
と
民
族
の
国
家
再
編
に
際
し
、
諸
民
族
の
共
存
、
柵
互
協
力
関
係
の
試
み
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
り
、
現
代
の
東
欧
関
係
に
、
若
干
な
り
と
も
新
し
い
見
方
を
呈
示
し
た
い
と
考
え
る
。

（
注
）

（
１
）
餌
目
⑭
【
・
ロ
Ｐ
ｕ
》
貝
鳥
。
Ｑ
』
冒
尊
Ｑ
房
言
上
切
賃
骨
幹
腓
。
、
封
苛
“
§
旦
陣
円
３
ｍ
５
§
且
Ｚ
：
ペ
。
『
六
・
』
①
臼
・
℃
．
②
８
．

（
２
）
羽
場
久
梶
子
「
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
末
期
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
氏
族
と
旧
家
－
１
『
ド
ナ
ウ
述
邦
』
構
旭
に
よ
る
中
・
東
欧
Ｗ
細
の

試
み
ｌ
」
『
史
学
雑
誌
』
、
一
九
八
四
埖
第
九
三
縄
鯆
二
場
．
同
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
主
義
に
お
け
る
雌
臓
と
同
家
－
‐
ド
ナ
ウ
縦
域
謝

睡
族
地
域
に
お
け
る
祉
会
主
義
遮
邦
化
の
試
み
と
破
綻
ｌ
」
『
共
潅
主
義
と
国
際
政
論
』
、
’
九
八
四
年
、
節
九
巻
、
繍
二
殿
、
七
‐
九
川
’
汝



（
７
）
帛
写
廷
宙
『
１
回
肩
、
（
ご
Ｒ
・
』

国
巨
。
、
ロ
の
鷺
。
］
や
⑦
⑪
。
］
①
『
Ｐ

び
、
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
ル
ー
マ
ー
ー
ァ
人
少
数
民
族
問
題
」
『
国
際
関
係
学
研
究
』
津
川
塾
大
学
、
一
九
八
四
年
三
月
、
第
一
○
号
。

（
３
）
宛
○
ヶ
の
『
［
シ
・
【
ロ
ロ
Ｐ
自
琴
Ｑ
ミ
没
ミ
誌
貝
ご
蜀
貝
同
営
豆
、
冥
之
貝
ご
毬
貝
冴
爵
ロ
ョ
且
」
く
向
§
苫
ロ
』
、
§
）
、
萱
笥
忌
⑯
速
目
吻
冒
愚
ミ
ミ
ミ
句
ご
局
邑
Ｉ

』
ｂ
員
Ｚ
Ｇ
ぐ
く
・
制
云
・
】
①
の
一
・
○
の
Ｃ
日
］
胖
陰
・
『
鳶
口
§
』
ミ
ご
ヨ
ミ
蔦
迺
８
唇
８
麓
碕
冒
：
ａ
句
ご
・
○
嵐
８
頭
○
・
ｓ
９
．
，
．
シ
・
三
目
：
。
①
『
》

垣
§
頃
ｓ
］
§
且
琴
ｑ
賢
§
§
爵
。
。
×
【
Ｃ
ａ
ロ
日
く
・
勺
月
脇
・
Ｐ
Ｃ
目
・
ロ
『
ご
弓
。
Ｎ
・
少
・
国
・
㈱
の
日
：
．
ど
の
匂
曾
訪
‐
§
旦
暮
免
迺
８
８
員
困
同
蒼
、
鳶
．

ご
量
Ｉ
ご
鼻
シ
切
冒
ｓ
旨
」
ペ
ミ
ご
菖
旦
目
旦
の
。
□
ミ
句
ご
・
（
員
３
嵩
．
Ｚ
の
乏
忌
・
具
．
ご
『
『
・
ロ
苛
邑
舞
蔑
い
§
哨
烏
切
逗
８
８
ミ
遍
甸
ミ
ミ
図
昏
目
，

言
》
ョ
§
。
§
＆
篭
討
且
之
、
窪
３
討
員
誌
§
毬
、
（
言
Ｄ
Ｃ
認
白
置
ミ
ミ
ョ
マ
ニ
の
３
口
⑰
、
の
、
の
ワ
の
ロ
く
○
回
幻
。
ｎ
ケ
ロ
ａ
ｏ
の
。
、
晒
勺
］
閉
ｎ
ヶ
丙
餌
回
ロ
ロ
尻
目
『
一
ケ
の
ご
砥

冨
：
穴
．
ご
氏
①
Ｐ
』
①
『
○
・
ト
ｓ
ｏ
へ
貰
困
鼠
、
貝
ご
麓
§
（
ロ
ミ
ミ
ミ
息
討
』
怠
い
へ
、
Ｃ
－
画
目
恥
、
○
苫
Ｑ
・
Ｓ
８
ｌ
』
巴
、
．
⑫
。
Ｐ
⑪
伝
胤
：
Ｃ
【
】
。
□
月
、
．
。
２
８
ぐ
局
旨

の
［
□
の
冨
笥
ｏ
ｐ
ｎ
ｏ
ｐ
⑪
臼
口
は
ロ
の
⑫
ｎ
厘
・
ｍ
ｐ
Ｃ
閏
の
⑫
［
．
］
＠
ｍ
ｍ
．
Ｃ
声
②
Ｈ
］
の
⑫
四
口
。
■
日
ケ
“
日
］
の
厭
く
】
、
ロ
・
司
意
国
ｎ
Ｃ
Ｓ
侭
薗
尹
さ
認
Ｓ
同
寄
鴬
『
ご
ｇ
ｐ
Ｎ
Ｓ
ロ

ミ
ミ
斡
試
白
戟
ｇ
ｐ
へ
同
冒
筧
蔚
３
．
冨
忌
§
貝
の
』
貝
図
や
Ｚ
の
三
ぺ
。
『
【
・
】
Ｃ
ｇ
・
少
・
〕
・
菖
昌
・
弓
鳶
画
８
８
§
殉
ご
§
Ｓ
句
電
・
Ｂ
３
－
Ｂ
』
傘
．
Ｏ
餌
日
す
【
拭
い
の
．

菖
口
の
の
。
》
】
し
、
］
・
少
・
］
・
菖
旦
山
●
鳶
、
§
§
閃
く
鳶
起
８
８
贋
ミ
ミ
○
蔓
ｓ
句
ご
巳
国
‐
ご
局
・
勺
三
目
①
一
℃
三
ｍ
．
】
や
①
①
．
宣
回
ョ
葛
：
Ｑ
２
⑫
Ｎ
百
・
ｂ
狩

延
８
８
§
、
９
）
司
目
３
３
吋
．
』
段
②
－
＄
局
・
国
ロ
ロ
。
【
Ｈ
Ｌ
ｌ
Ｐ
ニ
ヨ
目
・
巳
⑰
○
・

（
４
）
口
・
国
の
。
の
⑰
．
ｐ
：
§
骨
・
ぃ
（
ｕ
目
⑮
弓
、
昌
貫
ｇ
§
且
§
Ｒ
炉
・
ａ
。
。
．
』
国
司
・
向
・
口
の
口
の
い
》
国
鳥
輻
、
、
Ｓ
圀
旦
ｐ
§
。
②
§
ロ
ケ
、
ご
鼠
、
詞
七
○
へ
５
－
．

勺
『
凹
碩
Ｐ
⑪
巳
隈
・
ゴ
・
○
日
目
日
・
』
こ
§
の
。
ご
⑩
ヨ
ミ
ミ
ぃ
ａ
ｎ
の
ミ
ミ
同
ミ
ｇ
Ｑ
・
塚
２
■
・
具
・
Ｂ
ｍ
ｍ
卜
・
国
⑪
の
ロ
日
：
Ｐ
ｇ
周
§
且
。
ミ
。
、
§
薗
・

目
Ｃ
５
ａ
ｍ
の
。
の
い
勺
ロ
ュ
の
．
』
し
農
・
ロ
】
日
一
日
）
の
Ｃ
）
Ｃ
ａ
〕
の
ぐ
】
、
．
ご
甸
○
、
§
・
ヨ
ミ
ペ
漢
、
。
：
§
・
巳
履
１
ｓ
局
．
、
口
屋
・
日
】
Ｐ
】
①
『
⑰
．

（
５
）
ミ
月
ご
ミ
ミ
い
魁
哨
＆
灘
野
禽
⑩
．
Ｈ
ご
・
・
扇
も
１
ｓ
届
》
四
脚
８
闇
。
（
兵
蒔
『
§
い
肝
ロ
§
貝
狩
尋
貝
い
あ
３
Ｐ
切
目
§
の
⑪
【
・
巳
『
ｍ
・
い
。
の
評
の
丙
ロ
『
ケ
：
．
、
ざ
・

守
苛
ご
こ
い
房
）
こ
§
燭
愈
否
○
乱
『
。
§
｛
ぎ
ぎ
員
｛
首
寿
§
ａ
】
や
い
ミ
ミ
・
で
３
９
）
ご
召
・
〕
○
の
８
ゴ
菖
涛
白
⑫
・
の
ご
旨
奇
骨
・
崔
、
○
匂
狩
貝
輯
時
（
。
ご
・
９
円
旨
目
，

丙
；
ご
＄
・
吊
嵜
》
ご
鴬
吻
忌
ミ
ミ
瀞
。
、
園
ｓ
ご
§
、
局
８
－
』
⑩
壇
・
㈲
：
『
の
▽
・
］
＠
の
⑪
．
シ
日
ペ
の
】
ｍ
・
旨
、
『
穴
Ｃ
ａ
［
：
且
旬
日
具
向
．
、
厨
百
・
』
く
ミ
ミ
○
員
．

』
且
苛
瞠
§
日
意
、
○
辱
狩
匂
旦
」
く
ｑ
ｇ
目
瀞
旦
向
：
】
：
鷺
延
：
（
則
目
Ｃ
Ｑ
蔵
向
．
、
旬
日
ワ
ュ
ロ
晩
①
．
菖
騨
の
の
・
・
巳
⑪
、
。

（
６
）
（
、
貝
○
寿
白
鳥
言
い
魚
懲
凰
討
野
旦
冴
＆
「
忌
蔦
忌
冨
山
ご
月
ご
ミ
ミ
鷺
骨
§
ロ
ミ
ロ
序
営
昌
曾
＆
。
§
》
畠
国
司
ｌ
ご
田
・
め
い
の
『
六
・
床
の
ョ
の
具
の
・
思
・
。
『
・

〒
『
ぐ
宍
。
【
・
口
乞
ロ
ロ
ロ
の
叩
〔
。
。
①
、
⑭
－
■
①
司
惇
。

（
７
）
函
鳥
『
１
．
両
葛
ご
Ｒ
・
Ｂ
Ｓ
Ｉ
巳
衛
Ｓ
‐
肝
』
侭
曾
冒
ミ
忌
廻
ａ
ｓ
蔦
図
＆
「
§
§
§
§
国
営
の
蔦
ご
》
⑪
噴
閂
岸
・
Ｚ
一
日
の
島
目
の
。
『
同
旦
一
・

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

五
＝
￣



期
で
あ
っ
た
。

東
欧
で
は
、
一
八
四
八
年
革
命
は
、
封
建
的
諸
制
度
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
殖
命
」
と
し
て
の
社
会
変
革
の
特
徴
に
加
え
、

そ
の
社
会
榊
造
の
多
民
族
的
性
格
故
に
、
「
氏
族
革
命
」
と
し
て
の
特
徴
を
濃
坪
に
示
し
て
い
た
⑪
即
ち
、
こ
の
時
期
は
、
ハ
プ
ス
プ
ル

ク
帝
国
内
の
各
民
族
の
解
放
遮
動
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
民
族
の
利
害
を
掲
げ
つ
つ
、
妓
初
に
、
か
つ
広
範
な
地
域
に
わ
た
っ
て
高
揚
し
た
時

〈
－
〉
一
八
四
八
年
砧
命
期

す
で
に
こ
の
時
期
、
ス
ラ
ヴ
氏
族
に
よ
る
帝
国
の
枠
内
で
の
束
・
中
欧
再
編
の
試
み
が
見
う
け
ら
れ
る
。

そ
の
代
表
的
な
者
が
、
チ
ェ
コ
人
。
ハ
ラ
ッ
キ
ー
（
勺
、
］
月
ご
》
司
日
口
蔚
の
丙
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
革
命
派
に
よ
っ
て
召
集
さ
れ

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
阿
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

五
四

（
８
）
□
・
曹
司
§
ご
詠
い
§
§
爵
§
ミ
ー
嵐
、
＆
３
回
‐
す
§
鷺
。
８
万
．
３
．
ｓ
＄
‐
Ｓ
国
・
国
日
己
の
一
句
く
“
．
ご
目
．

（
９
）
司
鳶
之
貝
§
Ｑ
冒
臣
、
§
す
菖
母
エ
ミ
ョ
§
‐
範
§
沼
ｑ
》
司
奇
勾
包
・
司
物
ａ
崔
狩
首
斡
鳥
、
『
ミ
ミ
・
ど
ｇ
§
訂
。
．
§
晒
崗
、
§
§
且
．
ぃ

Ｓ
§
Ｒ
鳥
ｑ
・
巴
・
耳
尻
巳
Ｂ
閨
Ｒ
亘
づ
め
．
Ｆ
§
の
Ｐ
Ｓ
三
・

（
、
）
冒
匠
口
出
・
＆
“
・
尊
鳥
§
ｓ
寓
曾
ｐ
ミ
ミ
同
置
息
、
局
員
８
３
：
乱
司
腎
笥
時
§
§
卜
・
目
・
Ｐ
屡
砲
・

（
Ⅲ
）
冗
且
・
』
冷
蔓
の
§
・
Ｄ
ｑ
、
圏
国
・
屏
冒
属
笥
ｂ
・
斡
目
日
§
・
の
：
‐
恩
］
Ｐ
Ｂ
Ｓ
・
罵
司
の
一
○
百
一
Ｐ
、
ｇ
：
恐
い
§
…
Ｐ
簾
鳥
（

恩
＆
蔵
』
§
冴
口
望
己
８
漢
碕
営
・
ヨ
ミ
３
骨
・
閂
段
２
℃
昆
国
且
§
の
異
．
ご
＄
・
菖
酔
の
】
の
百
一
四
・
園
恩
ロ
・
日
毎
・
口
の
：
ロ
の
》
ロ
圏
Ｑ
２
の
日
・
日
：
ｑ

臼
の
函
：
め
ぴ
貝
碩
曾
菖
・
月
月
嵐
の
ご
Ｑ
の
。
］
：
『
の
口
桿
忠
千
＄
辰
菖
・
」
さ
§
烏
辱
め
黛
員
図
嵜
辻
・
島
：
い
・
戻
し
丙
且
の
目
巴
・
国
巨
８
℃
の
⑫
〆
』
ｂ
の
ｍ
・

恩
く
い
、
。
屈
圏
ぴ
・
』
』
合
国
ミ
ミ
胤
飼
武
騨
“
§
・
訪
巳
局
‐
ご
‐
』
§
・
ｍ
８
８
の
⑩
〆
ご
段
・
他
に
、
Ｆ
・
⑫
。
⑭
曰
く
：
ロ
８
口
Ｑ
諒
目
訂
鳥
目
曾
劃
・

ｎ
ｏ
目
の
［
局
員
・
】
⑩
忠
・
丙
・
砕
匡
２
口
月
『
・
淳
鳥
目
房
爵
曽
、
§
：
（
§
回
向
§
Ｑ
３
ｎ
槌
日
鷺
・
Ｐ
・
ロ
ロ
・
口
・
】
遭
い
・
を
も
参
照
し
た
。

－
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
に
お
け
る
ス
ラ
ヴ
比
族
間
脳



た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
国
民
議
会
へ
の
参
加
呼
び
か
け
に
対
し
て
は
、
敢
然
と
こ
れ
を
拒
否
し
、
ｎ
ら
が
ス
ラ
ヴ
腿
族
の
一
員
た
る
こ
と
を

強
調
し
た
。
但
し
、
彼
は
、
そ
こ
で
、
単
に
ス
ラ
ヴ
氏
族
の
統
一
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ｕ
シ
ア
に
対
抗
し
、
ウ
ィ
ー

ン
と
結
ぶ
こ
と
が
チ
ェ
コ
人
の
利
益
で
あ
る
こ
と
、
ス
ラ
ヴ
人
の
み
な
ら
ず
、
ド
ナ
ウ
河
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
諸
民
族
の
平
等
に
艦
づ
く

（
１
）

共
存
こ
そ
が
、
彼
ら
を
解
放
す
る
道
で
あ
る
こ
と
、
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
既
に
こ
の
時
期
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
、
平
等
の
樵

（
２
）

利
を
持
っ
た
八
民
族
地
域
に
分
割
し
、
連
邦
制
に
韮
づ
く
国
家
形
態
に
移
行
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
既
に
一
八
四
八
年
革
命
の
段
階
で
、
ス
ラ
ヴ
民
族
の
側
か
ら
「
帝
国
内
の
諸
民
族
の
平
等
」
に
よ
る
共
存

が
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
側
に
よ
る
「
ク
レ
ム
ジ
ー
ル
恋
法
」
も
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
政
府
に
よ
る
ル
ー
マ

ニ
ア
人
へ
の
講
和
案
（
ロ
『
・
］
の
Ｒ
Ｑ
の
ｐ
ｐ
Ｑ
ｍ
８
感
・
ロ
）
」
も
、
か
か
る
氏
族
迎
勅
へ
の
調
歩
の
産
物
と
し
て
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
特
に

ハ
ン
ガ
リ
ー
人
が
、
日
民
族
を
主
導
と
し
た
強
力
な
「
国
民
国
家
」
の
形
成
こ
そ
、
芯
命
を
成
功
さ
せ
東
・
中
欧
を
安
定
さ
せ
る
、
僻
幹
で

（
３
）

あ
る
と
し
て
、
紺
氏
族
の
平
等
の
解
放
に
無
Ｍ
》
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
評
価
と
は
異
な
り
、
典
に

被
抑
圧
民
衆
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
「
拡
命
的
な
」
比
族
は
帝
川
内
の
「
反
勅
」
と
い
わ
れ
た
小
ス
ラ
ヴ
民
族
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

同
時
期
に
附
催
さ
れ
た
「
ス
ラ
ヴ
会
議
」
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
考
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
ス
ラ
ヴ
会
議
」
の
召
災
と
開
催
が
、
現
実
に
は
東
欧
に
お
け
る
ス
ラ
ブ
誌
氏
族
の
文
化
的
・
思
想
的
・
政
冷
的
扣
違
を
示
す
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
文
化
的
パ
ン
・
ス
ラ
ヴ
主
義
」
を
代
表
し
て
い
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
内
ス
皿

ヴ
ァ
キ
ァ
人
ら
、
「
オ
ー
ス
ト
匝
・
ス
ラ
ヴ
主
義
」
を
代
表
す
る
ス
Ⅷ
ヴ
ェ
ー
ー
ア
人
・
チ
ェ
コ
人
ら
、
「
メ
シ
ア
的
ス
ラ
ヴ
主
義
」
を
代
表

す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
ら
に
よ
る
巡
動
は
、
必
ず
し
も
共
通
の
基
盤
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ス
ラ
ヴ
会
議
の
中
で
主
張
さ
れ
た
戦
術
、

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
側
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
比
族
問
題

五
五

ろ
う
か
。



こ
の
時
点
で
は
、
帝
川
か
ら
の
分
離
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
あ
る
い
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
以
外
、
Ⅱ
腿
に
の
ぼ
っ
て
お
ら
ず
、
ス
ラ
ヴ
縦
氏
族

の
多
く
は
、
帝
国
内
で
の
諸
民
族
の
共
存
こ
そ
政
治
的
・
軍
事
的
に
も
、
か
つ
経
済
的
に
も
、
周
辺
強
国
に
対
抗
し
う
る
最
善
の
方
策
で

あ
る
と
把
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
革
命
の
進
展
の
中
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
玉
川
内
の
ス
ラ
ヴ
諸
氏
族
、
特
に
、
ク
、
ア
チ
ア
人
、
ス
ｕ
ヴ
ァ
キ
ア
人
の
側
に
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
民
族
に
対
す
る
行
動
に
お
い
て
、
相
違
が
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
現
実
に
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
輔
命
を
担
っ
た
人
々
、
特
に
小

貴
族
層
の
当
時
の
限
界
を
示
す
問
題
で
も
あ
り
、
ま
た
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
の
帝
国
内
に
お
け
る
社
会
的
な
地
位
の
違

い
を
も
如
実
に
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

五
六

及
び
敵
と
す
る
相
手
は
、
統
一
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
つ
（
樫
。

し
か
し
、
大
会
で
採
択
さ
れ
た
「
ヨ
ー
四
ッ
。
ハ
諸
民
族
へ
の
宜
言
（
『
ず
①
三
目
篇
⑪
［
・
［
・
島
の
Ｚ
目
・
ロ
⑪
。
【
同
月
・
ロ
の
）
」
に
お
い
て
、

彼
ら
は
、
次
の
よ
う
に
「
帝
国
内
ス
ラ
ブ
民
族
」
の
理
念
を
示
し
て
い
る
。

「
ス
ラ
ヴ
民
族
は
、
征
服
さ
れ
る
こ
と
を
も
支
配
す
る
こ
と
を
も
欲
せ
ず
、
自
ら
と
あ
ら
ゆ
る
他
の
人
々
の
自
由
を
要
求
す
る
。
…
…

ド
イ
ツ
人
は
力
を
持
っ
て
、
幾
多
の
ス
ラ
ヴ
人
を
脅
か
し
、
…
…
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
、
氏
族
の
排
他
的
権
利
を

主
眼
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
仇
々
ス
ラ
ヴ
氏
族
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
労
え
方
を
非
難
す
る
。
…
…
こ
の
図
は
、
根
本
的
に
Ⅳ
編
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
新
し
い
（
地
理
的
）
国
境
に
雑
づ
か
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
新
し
い
原
則
に
蛾
づ
い
て
。
そ
の
脈
川
と

（
５
）

は
、
帝
国
を
、
す
べ
て
が
平
等
の
椛
利
を
持
っ
た
諸
民
族
の
述
邦
（
８
口
［
の
Ｑ
の
『
ロ
ロ
・
口
）
に
改
組
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
も
、
ス
ラ
ヴ
諸
氏
族
が
、
市
川
の
改
編
に
よ
る
東
・
中
欧
紺
民
族
と
の
平
竿
に
蛾
づ
く
共
作
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
砿
認
で
き

る
〔



ま
ず
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
み
よ
う
。
七
○
○
年
に
亙
り
、
自
治
的
地
域
た
る
こ
と
を
享
受

し
て
き
た
ク
回
ア
チ
ァ
で
は
、
一
八
四
八
年
革
命
に
際
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
鹸
命
政
府
の
指
導
者
コ
ッ
シ
ュ
ー
ト
（
【
。
⑪
⑫
貝
戸
口
）
。
⑪
）
が
、

独
立
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
家
に
お
い
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
の
み
を
公
用
語
と
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
内
に
お
け
る
異
民
族
の
存
在
を
認
め
な
か
っ
た

（
６
）

（
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
民
の
み
が
存
在
す
る
と
公
一
言
し
た
）
こ
と
に
つ
い
て
の
不
満
が
、
特
に
イ
リ
リ
ア
運
動
と
農
奴
解
放

運
動
を
刺
激
し
、
反
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
掲
げ
さ
せ
た
。
し
か
し
か
か
る
ク
ぃ
ア
チ
ア
の
「
反
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
」
が
、
必
ず
し
も
臓
接
に

「
反
茄
命
」
と
は
い
え
ず
、
民
族
解
放
、
農
奴
解
放
革
命
と
し
て
の
性
格
を
も
攻
複
し
て
備
え
て
い
た
こ
と
は
、
黒
住
氏
に
よ
っ
て
も
弧

（
７
）

調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
ク
ロ
ア
チ
ァ
の
民
族
運
動
の
指
導
者
ガ
イ
（
○
口
］
．
□
且
の
ぐ
岸
）
、
ク
ロ
ア
チ
ァ
総
督
と
な
っ
た
イ
ェ
ラ
チ

ッ
チ
（
〕
の
冒
陸
口
］
・
の
》
ロ
）
、
「
マ
テ
ィ
ッ
ァ
・
フ
ル
ヴ
ァ
ッ
カ
（
三
面
は
８
旨
く
い
８
百
）
」
は
、
大
ス
ラ
ヴ
の
統
一
を
そ
の
妓
終
理
念
と
し

な
が
ら
も
、
反
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
し
て
の
ク
、
ア
チ
ア
の
自
治
を
守
る
た
め
に
帝
国
の
枠
内
で
の
同
民
族
解
放
を
ク
ロ
ア
チ
ア
に
と
っ
て
の

（
８
）

当
面
の
最
大
の
課
題
と
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
ス
回
ヴ
ァ
キ
ア
人
の
氏
族
迎
励
は
、
ク
Ⅶ
ア
チ
ア
人
の
迎
励
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
た
。
ス
Ｗ
ヴ
ァ
キ
ア
人
は
、
一
八
四
八
年

五
月
に
、
リ
プ
ト
フ
ス
キ
・
ス
ヴ
ェ
テ
ィ
・
ミ
ク
ラ
ー
シ
ュ
（
ロ
ロ
［
ぐ
⑪
嵐
⑪
ぐ
・
亘
罵
画
凹
ハ
ン
ガ
リ
ー
名
リ
プ
ト
ー
・
セ
ン
ト
・
ミ
ク
、

－
シ
ュ
Ｅ
ｂ
８
の
㈹
８
［
且
丙
ざ
の
）
に
お
け
る
民
族
集
会
に
際
し
て
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
化
を
批
判
し
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
自
治
を
要
求
し
っ

（
９
）

つ
も
、
躯
木
的
に
は
「
血
目
．
旧
」
を
掲
げ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
と
の
友
好
と
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
冠
」
の
下
で
の
忠
誠
を
拒
否
せ
ず
、
帝
国
の

（
皿
）

民
主
主
義
的
改
編
を
主
張
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
民
族
運
動
指
導
者
で
、
ス
ラ
ヴ
会
議
に
お
い
て
も
積
極
的
に
文
化
的
パ
ン
・
ス
ラ
ヴ
主
義
を
主
張
し
た
、
コ
ラ
ー
ル

（
【
○
辰
『
・
〕
：
）
シ
ャ
フ
ァ
ー
リ
ク
。
（
の
具
獣
涛
》
‐
勺
口
ぐ
。
｝
」
◎
㈱
の
【
）
ら
の
流
れ
を
継
ぐ
ス
ラ
ヴ
ィ
ス
ト
で
あ
る
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
。
（
の
已
司
》

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

五
七



ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

五
八

［
』
Ｑ
○
ぐ
】
［
）
》
及
び
ル
タ
ー
派
の
フ
ル
パ
ン
（
四
日
ｄ
ｐ
Ｐ
］
○
い
の
瑞
冨
】
｝
。
⑪
一
口
ぐ
）
・
ホ
ッ
ジ
ャ
（
函
。
息
口
．
．
富
月
日
の
一
言
一
一
・
の
－
煙
く
）
ら
は
、
イ
ェ
ラ

チ
ッ
チ
と
同
様
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
派
と
結
ん
で
民
族
顕
を
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
さ
し
む
け
よ
う
と
す
る
が
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
人
民
衆
の
多

く
は
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
の
で
延
型
・

こ
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
を
論
ず
る
こ
と
は
川
難
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
ク
回
ア
チ
ア
が
、
長
期
に
－
且
る
自
治
権
を
享
受
し

て
い
た
が
故
に
、
こ
れ
を
犯
す
ハ
ン
ガ
リ
ー
砧
命
の
行
為
に
対
し
て
は
、
貴
族
の
み
な
ら
ず
ク
⑪
ア
チ
ァ
民
衆
（
農
民
）
に
お
い
て
さ
え

共
同
で
対
抗
で
き
る
だ
け
の
運
動
の
基
盤
、
自
治
意
識
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
意
義
は
大
き
い
。
他
方
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
で
は
、
「
文
化

的
ス
ラ
ヴ
主
義
」
が
未
だ
知
識
人
を
中
心
と
す
る
啓
蒙
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
現
ス
何
ヴ
ァ
キ
ァ
の
首
都
、
ブ
ラ
チ
ス
ラ
ヴ
ァ
を
根

拠
地
と
す
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
政
府
の
政
簸
に
、
ス
回
ヴ
ァ
キ
ァ
氏
族
迎
勅
桁
尊
者
が
、
ク
ロ
ァ
チ
ァ
の
民
族
主
義
肴
と
は
異
な
る
期
待

を
よ
せ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

’
八
四
八
年
革
命
が
、
か
か
る
諸
民
族
の
相
互
対
立
の
中
で
挫
折
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
時
期
に
め
ざ
さ
れ
た
ス
ラ
ヴ
人
の
民

族
解
放
と
帝
国
改
編
の
課
題
も
、
結
局
、
実
を
結
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
以
上
の
経
過
に
も
示
さ
れ
る
如
く
、
帝
国
内
「
ス
ラ
ヴ

氏
族
」
は
、
一
八
四
八
年
革
命
の
段
階
で
は
、
汎
ス
ラ
ヴ
、
大
ス
ラ
ヴ
を
理
念
と
し
て
い
る
氏
族
迦
勅
も
含
め
「
諸
民
族
の
平
等
を
腿
礎

と
し
た
共
存
」
を
旨
と
す
る
帝
国
の
再
編
が
、
か
れ
ら
の
民
族
利
害
を
代
表
す
る
最
善
の
ス
ｍ
１
ガ
ン
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
一
八
五
○

年
代
に
始
ま
る
種
々
の
「
連
邦
制
」
構
想
の
基
盤
も
、
こ
の
革
命
と
抗
争
の
中
で
形
づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
注
）

（
１
）
囚
伊
ロ
⑩
【
○
ケ
Ｐ
エ
ョ
ー
切
行
ご
掛
曹
・
愚
切
迫
騨
裂
ミ
ゼ
ロ
誌
回
苞
、
○
一
。
ｍ
】
。
ご
日
ぐ
．
。
｛
ｚ
ｏ
可
の
Ｃ
包
日
の
勺
靴
の
脇
・
ｚ
ｏ
Ｒ
の
ロ
日
ロ
の
．
Ｈ
口
臼
回
口
Ｐ
巳
田
・
ロ
ロ
・

ｍ
ｍ
－
ｍ
ｍ
Ｄ



（
８
）
妙
」
く
口
偽
）
守
司
Ｃ
汀
・
い
Ｓ
筒
へ
Ｃ
ご
ｑ
ａ
Ｑ
ｇ
何
試
さ
、
日
：
』
貿
駒
句
恩
Ｒ
屋
畠
Ｉ
も
－
。
§
》
賃
貸
館
）
ミ
ミ
周
月
昼
８
罫
ミ
』
＆
「
尽
蔦
註
誌
鳥
ご
「
己
吻
鳳
・

唾
の
い
い
の
、
怠
］
３
月
の
⑪
い
い
の
鼻
の
⑫
牌
の
月
鈩
ｐ
Ｂ
８
ｍ
且
ワ
の
〔
自
召
［
の
こ
〉
貝
・
寿
・
己
曲
司
島
・
斡
吻
』
軌
Ｉ
』
⑪
も
§
、
§
ぃ
公
・
ｍ
Ｂ
ｇ
ｍ
の
【
．
こ
い
Ｐ
・
】
ｇ
い
ぶ
・

国
の
Ｉ
屋
』
・
丘
・
厄
⑫
忌
口
の
曰
の
．
『
鳶
沁
且
§
Ｒ
農
莇
旨
葛
③
虻
§
、
§
目
勾
§
◎
（
§
ご
ヨ
ミ
局
あ
．
一
ｍ
ｍ
⑩
【
同
日
・
ロ
の
：
Ｃ
Ｐ
Ｈ
［
月
々
・
○
・
一
口
日
：

ロ
曰
く
・
で
月
い
い
。
ｚ
の
君
『
○
門
戸
・
巳
『
９
℃
・
の
⑭
．

（
９
）
狐
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ア
ー
ン
の
王
冠
（
の
〔
・
『
の
［
乱
口
宍
Ｃ
８
Ｂ
）
」
の
洲
伽
州
を
さ
す
。
一
八
九
六
年
畑
イ
シ
ュ
ト
ヴ
ァ
ー
ン
の
一
、
○
○
○
年
衆
の

際
に
お
け
る
領
土
規
定
で
は
、
東
経
一
一
一
三
度
三
九
分
’
四
四
度
一
○
と
二
分
の
一
分
、
北
緯
Ⅶ
五
度
二
五
分
’
四
七
度
三
七
と
一
一
分
の
一
分
の
側

２

に
位
慨
す
る
、
然
囚
境
（
山
脈
及
び
河
川
）
に
Ⅲ
ま
れ
た
一
一
七
九
、
七
正
九
ｍ
の
地
域
。
即
ち
、
呪
ハ
ン
ガ
リ
ー
価
土
の
他
、
ス
ｕ
ヴ
ァ
キ
ァ
、

ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ー
ア
、
パ
ナ
ト
、
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ス
ラ
ヴ
ォ
ー
ー
ア
、
プ
ル
ゲ
ン
ラ
ン
ト
、
及
び
フ
ィ
ウ
メ
港
が
含
ま
れ

る
。
』
、
口
冒
こ
ぐ
ロ
肉
豈
ト
灸
軋
寿
目
・
〆
臣
召
［
、
［
・
切
目
伊
ロ
硯
〆
］
＄
の
．
．
．
ｇ
、
、
百
８
励
圃
ぬ
弓
・
『
』
Ｉ
目
○
区
・

（
川
）
三
回
咽
ゼ
ミ
ミ
周
回
鞘
＆
司
尽
斡
貝
の
－
口
目
丙
。
［
・
面
ロ
ユ
ロ
ロ
の
②
［
。
］
Ｃ
の
】
・
い
つ
←
。
］
□
・
ロ
の
ロ
】
Ｐ
○
つ
。
⑪
一
Ｆ
ロ
・
の
『
・

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
瓜
族
問
題

五
九

（
７
）
黒
住
氏
前
掲
論
文
。

（
５
）
ｓ
蔵
；
Ｄ
Ｐ
臼
Ｉ
恩
．

（
６
）
宍
『
○
畷
技
忌
ト
ミ
。
“
口
吻
恩
畷
営
鍾
蔦
旦
旨
恩
Ｒ
［
・
国
且
②
ロ
の
⑪
〔
・
巳
⑭
】
・
『
い
⑭
。
】
Ｐ

（
２
）
”
且
○
一
【
弓
】
の
Ｈ
９
ｂ
ｑ
、
目
ミ
ミ
『
さ
§
§
□
§
§
日
穗
司
・
の
日
佃
ｌ
恩
一
Ｐ
】
（
説
Ｐ
⑭
・
い
や
上
Ｃ
・
八
地
域
と
は
、
川
ド
イ
ツ
人
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

②
チ
ェ
コ
（
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
を
含
む
）
、
③
ポ
ー
ラ
ン
ド
（
ガ
リ
ッ
ィ
ァ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
領
ル
テ
ニ
ァ
を
含
む
）
、
側
イ
リ
リ
ァ
（
シ
ュ
タ
イ
ャ
ー

マ
ル
ク
の
ス
四
ヴ
ェ
ニ
ア
人
地
域
）
、
⑤
イ
タ
リ
ア
（
南
チ
皿
ル
、
仰
ン
パ
ル
デ
ィ
ア
、
ベ
ネ
チ
ア
）
、
佃
南
ス
ラ
ヴ
（
ダ
ル
マ
チ
ア
、
ク
皿
ア
チ

ア
、
ス
ラ
ヴ
ォ
ニ
ア
、
ヴ
オ
イ
ヴ
オ
デ
ィ
十
）
、
ｍ
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
⑧
ル
ー
マ
ニ
ア
（
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
、
プ
コ
ヴ
ィ
ナ
）
。

（
３
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
旧
代
文
雄
．
八
四
八
年
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
に
お
け
る
少
数
民
族
問
題
」
『
史
潮
』
五
号
、
一
九
八
○
年
。
黒
住

宏
「
一
八
四
八
年
砧
命
期
の
ク
Ⅲ
ア
チ
ア
間
脳
の
一
拷
察
」
『
東
欧
史
研
究
』
六
号
、
一
九
八
三
年
・
羽
場
久
汎
子
「
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
阿
末
期

の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
氏
族
と
旧
家
」
『
史
学
雑
詠
筐
第
九
三
編
第
二
号
、
一
九
八
川
年
。
を
参
照

（
４
）
Ｆ
：
§
の
ロ
、
の
Ｃ
・
○
別
。
□
・
旦
句
、
日
四
《
⑯
い
ほ
己
Ｄ
Ｃ
月
忌
風
ａ
国
蒟
・
嗣
儲
［
、
日
・
Ｃ
８
ｐ
ｐ
Ｂ
：
島
・
ｎ
ｏ
旨
３
ヶ
甘
口
己
ぐ
・
印
⑩
脇
・
ｚ
２

の
ハ
ン
ガ
リ
｜

（
４
）
Ｆ
②
ロ
ー
記
『

『
。
【
六
・
ｓ
『
⑪
。



他
力
、
こ
れ
に
対
し
、
一
八
六
○
年
代
始
め
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
日
山
主
瀧
世
族
た
る
テ
レ
キ
（
日
の
』
の
冠
・
［
し
⑫
頃
一
ｏ
）
、
ク
ラ
プ
ヵ
（
臼
口
‐

□
｝
固
の
忌
引
四
「
）
、
コ
ッ
シ
ュ
ー
ト
ら
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
側
か
ら
の
「
述
邦
」
化
柵
想
を
う
ち
出
し
た
。
コ
シ
ュ
ー
ト
の
「
ド
ナ
ウ
述

〈
Ⅱ
〉
一
八
五
○
’
一
八
六
○
年
代

こ
の
時
期
は
、
一
八
四
八
年
革
命
の
挫
折
後
、
新
絶
対
主
誰
（
ｚ
の
。
シ
ワ
⑩
・
旨
は
、
日
ロ
の
）
と
呼
ば
れ
る
帝
国
再
建
と
民
族
抑
圧
政
蛾
に
対

抗
し
て
、
束
・
中
欧
の
諸
民
族
が
、
再
び
民
族
の
共
存
と
税
極
的
な
「
述
邦
」
構
想
を
掲
げ
て
迎
動
を
商
揚
さ
せ
る
時
期
で
あ
る
。
ま
た
、

束
・
中
欧
の
み
な
ら
ず
束
・
中
・
南
欧
規
模
で
、
「
連
邦
」
構
想
が
論
じ
ら
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

一
八
四
八
年
革
命
後
、
帝
国
の
多
民
族
平
等
に
よ
る
改
編
の
試
み
は
一
時
頓
挫
し
た
が
、
一
八
五
○
年
代
に
入
る
と
、
諾
民
族
は
、
冊

諮
の
使
川
椎
、
自
民
族
の
信
仰
の
自
由
、
文
化
・
行
政
の
自
治
を
要
求
し
て
再
び
述
勅
を
開
始
し
た
。
か
か
る
迎
励
を
指
導
し
た
の
は
、

セ
ル
ピ
ア
人
の
東
方
教
会
他
侶
ラ
ャ
チ
ッ
チ
（
同
四
〕
ロ
α
か
》
］
。
⑪
篤
）
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
の
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
、
フ
ル
バ
ン
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
の

パ
ル
ヌ
チ
ゥ
（
思
司
目
鼻
旨
》
の
圓
○
ロ
）
、
ヤ
ン
ク
（
閂
目
８
）
し
ご
日
日
）
、
ギ
リ
シ
ャ
東
方
教
会
僧
侶
シ
ャ
グ
ー
ナ
（
ｍ
ｍ
ｍ
ｐ
ｐ
伊
鈩
且
『
の
甘
）
、

バ
ル
チ
ェ
ス
ク
（
ｗ
」
８
Ｈ
Ｐ
屋
８
厨
の
）
ら
で
あ
っ
た
。
特
に
、
パ
ル
チ
ュ
ス
ク
は
、
赦
命
後
の
ル
ー
マ
ニ
ア
と
周
辺
洲
氏
族
の
述
邦
化

（
１
）

公
と
軌
く
主
張
し
て
い
た
。

れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
民
族
迎
動
指
導
者
の
目
は
、
帝
国
内
の
民
主
的
改
編
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
棋
で
の
束
・
中
欧
再
編
榊
想
へ
と
転
じ
ら

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

六
○

（
皿
）
、
円
・
Ｓ
Ｎ
Ｏ
］
＆
口
・
島
尻
。
い
い
口
［
ゲ
肝
回
口
の
ョ
い
の
回
脇
風
窓
ａ
肝
届
盗
－
局
ｓ
－
ヶ
の
ロ
圏
壹
圃
可
廷
舞
蔑
ご
口
帛
【
自
切
貝
》
［
Ｑ
２
・
駒
員
⑮
尽
愚
蔦
秀
．
Ｈ
ｇ
⑨
こ
す
、
‐

。
Ｅ
・
御
３
．
目
歸
。
【
・
国
■
□
い
つ
の
⑩
〆
巳
紹
・
⑬
唇
Ｉ
い
〕
や
○
一
Ｐ



た
の
で
あ
る
。

（
４
）

し
か
し
、
か
か
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
宍
・
口
【
の
ｑ
の
日
蝕
○
口
の
構
想
が
、
イ
リ
リ
ァ
（
Ｅ
『
１
口
）
を
も
含
む
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
と
、

セ
ル
ビ
ァ
の
外
扣
ガ
ラ
シ
ャ
ニ
ン
（
○
四
３
忽
日
ロ
ム
屋
口
）
、
リ
ス
テ
ィ
ッ
チ
（
四
の
ば
か
］
ｏ
ぐ
：
）
、
つ
い
で
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
｜

ビ
ア
人
ラ
ャ
チ
ッ
チ
、
及
び
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
連
邦
主
義
者
の
パ
ル
チ
ェ
ス
ク
、
亡
命
革
命
家
ギ
カ
（
の
豆
８
．
］
ｇ
）
ら
が
、
こ
（

シ
ュ
ー
ト
の
構
想
に
関
心
を
示
し
始
め
た
。

こ
の
問
題
に
閲
し
、
若
干
具
体
的
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

セ
ル
ピ
ア
の
外
相
ガ
ラ
シ
ャ
ニ
ン
の
構
想
の
基
本
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ト
ル
コ
帝
国
支
配
下
で
の
、
南
ス
ラ
ヴ
人
の
統
一
－

た
。
ガ
ラ
シ
ャ
ニ
ン
と
コ
ッ
シ
ュ
ー
ト
ら
と
の
接
触
の
結
果
、
彼
ら
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ス
ラ
ヴ
ォ
ニ
ァ
を
セ
ル
ピ
ア
ヘ
割
譲
し
、

（
５
）

ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
残
す
こ
と
を
取
り
決
め
た
上
で
、
連
邦
化
に
関
し
、
く
い
意
を
見
た
。

氏
族
主
義
者
ギ
カ
は
ワ
ラ
キ
ア
で
活
動
し
、
そ
の
後
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
へ
亡
命
し
て
活
動
を
継
続
し
た
人
物
で
あ
る
が
、

「
ア
メ
リ
カ
型
」
の
連
邦
を
う
ち
出
し
た
最
初
の
人
物
で
も
あ
っ
た
。
ギ
カ
の
発
想
の
特
徴
は
、
以
下
の
点
に
あ
っ
た
。

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

一
ハ
ー

邦
」
構
想
は
、
人
民
投
票
に
よ
っ
て
少
数
民
族
の
帰
帆
を
決
定
し
た
上
で
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ク
四
ア
チ
ア
、
セ
ル
ビ
ア
と
連
邦
関
係
を
結

（
２
）

ぷ
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
構
想
は
、
彼
自
身
の
手
紙
に
も
一
赤
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
連
邦
化
し
て
、
一
挙

に
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
の
大
国
に
成
長
」
す
る
こ
と
を
目
し
た
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
勢
力
均
衡
（
国
口
一
目
８
．
｛
勺
○
三
の
『
）
の
現
実
の
中
で
ハ

ン
ガ
リ
ー
の
と
る
べ
き
道
を
権
力
政
治
の
一
環
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
東
・
中
欧
に
お
い
て
ト
ル
コ
撤
退
後
の
対
面
シ
ア
勢
力
を

結
集
す
る
た
め
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
、
諾
民
族
図
家
の
迦
邦
（
の
８
く
①
［
協
四
【
・
ロ
市
８
の
日
二
目
）
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的

（
３
）

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
段
階
で
も
、
や
は
り
、
一
八
町
八
年
革
命
当
時
と
同
じ
よ
》
フ
に
、
国
内
の
諸
民
族
は
無
視
さ
れ

（
４
）

一
想
が
、
イ
リ
リ
ァ
（
Ｅ
『
１
口
）
を
ｊ
、
含
む
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
と
、
ま
ず

リ
ス
テ
ィ
ッ
チ
（
四
の
ば
か
］
ｏ
ぐ
回
口
）
、
つ
い
で
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
の
セ
ル

の
パ
ル
チ
ェ
ス
ク
、
亡
命
革
命
家
ギ
カ
（
の
豆
８
．
］
ｇ
）
ら
が
、
こ
の
コ
ツ

及
び
ト
ル
コ
帝
国
支
配
下
で
の
、
南
ス
ラ
ヴ
人
の
統
一
で
あ
っ

ク
ロ
ア
チ
ア
、
ス
ラ
ヴ
ォ
ニ
ァ
を
セ
ル
ピ
ア
ヘ
割
譲
し
、
他
方
、

（
５
）

連
邦
化
に
関
し
、
く
い
意
を
見
た
。

－
プ
ル
へ
亡
命
し
て
活
動
を
継
続
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
彼
は
、

ｂ
発
想
の
特
徴
は
、
以
下
の
点
に
あ
っ
た
。



（
１
）
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
セ
ル
ピ
ア
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ァ
、
ワ
ラ
キ
ア
、
ブ
コ
ヴ
ィ
ナ
、
ペ
ヅ
サ
ラ
ビ
ア
の
統
合
。

（
２
）
述
邦
の
鎚
本
は
、
地
方
分
権
（
ｏ
の
８
日
日
冒
口
口
○
口
）
に
あ
る
。

（
３
）
共
同
の
大
腿
は
、
戦
争
・
外
交
及
び
商
業
・
述
輸
の
三
点
の
み
と
す
る
。

そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
合
衆
凶
」
榊
想
は
、
そ
の
後
一
八
六
七
年
に
締
結
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
「
妥

（
７
）

協
（
シ
Ｐ
⑪
阻
一
の
】
、
冨
尻
局
巴
の
枡
の
）
に
緬
似
し
て
い
た
。

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
伺
の
押
細
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
川
胆

一ハーー

（
１
）
セ
ル
ビ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
可
能
な
ら
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
、
連
邦
の
柵
成
囚
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。

（
６
）

（
２
）
特
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ル
ー
マ
ニ
ア
が
軸
と
な
っ
て
「
汎
ス
ー
フ
ヴ
主
義
」
に
対
抗
す
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
Ⅷ
シ
ア
の
棚
威
か
ら
の
防
術
に
対
し
、
ス
ラ
ヴ
人
を
こ
え
て
、
な
お
か
つ
一
八
四
八
年
革
命
期
に
見
ら
れ
た
帝
国
の
枠
組

み
を
こ
え
て
、
束
・
中
欧
の
民
族
を
川
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
発
想
が
み
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
国
家
形
態
に

対
す
る
評
価
の
刑
さ
で
あ
る
。
以
後
、
束
・
中
欧
に
お
け
る
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
の
述
州
化
構
想
に
は
、
ア
メ
リ
カ
型
あ

る
い
は
「
合
衆
国
」
型
の
連
邦
化
構
想
が
次
々
と
現
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

ギ
カ
の
構
想
と
平
行
し
て
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
お
け
る
一
八
四
八
年
革
命
指
導
者
の
一
人
バ
ル
チ
ェ
ス
ク
は
、
回
ン
ド
ン
で
ハ
ン
ガ
リ
ー

人
テ
レ
キ
、
ク
ラ
プ
カ
と
会
い
、
具
体
的
に
連
邦
化
構
想
を
推
し
進
め
よ
う
と
試
み
た
。
こ
こ
で
パ
ル
チ
ェ
ス
ク
が
コ
ッ
シ
ュ
ー
ト
を
と

び
こ
え
て
、
テ
レ
キ
、
ク
ラ
プ
カ
と
交
渉
し
よ
う
と
し
た
背
般
に
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
内
の
諸
民
族
と
は
妥
協
し
よ
う
と
し
な
い
コ
ッ

シ
ュ
ー
ト
ヘ
の
反
発
と
、
国
内
諸
民
族
へ
の
譲
歩
姿
勢
を
も
示
す
テ
レ
キ
、
ク
ラ
プ
カ
に
対
す
る
期
待
が
存
在
し
て
い
た
。
パ
ル
チ
ェ
ス

ク
は
こ
こ
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
南
ス
ラ
ヴ
に
よ
る
「
ド
ナ
ウ
合
衆
国
」
の
構
想
を
示
し
た
。
そ
の
骨
子
は
、
以
一
下
の
如
く

で
あ
っ
た
。



ｔ
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

コ
ッ
シ
ュ
ー
ト
は
、
こ
の
パ
ル
チ
ェ
ス
ク
の
榊
旭
に
反
対
し
た
。
彼
の
反
対
の
第
一
の
理
山
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
ト
ラ
ン
シ
ル

ヴ
ァ
ニ
ァ
の
分
割
が
、
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
冠
の
領
土
」
の
一
体
性
を
危
う
く
し
、
北
の
ス
画
ヴ
ァ
キ
ア
、
南
の
南
ス
ラ
ヴ
、
北
東
の
ル
テ

ニ
ア
、
西
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
プ
ル
ゲ
ン
ラ
ン
ト
）
の
喪
失
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
解

体
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
コ
ッ
シ
ュ
ー
ト
は
、
テ
レ
キ
の
説
得
と
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
内
及
び
ヨ
ー
ｕ
シ
バ
全
休
の
怖
勢
を
券
血
し
た
紡
采
、
彼
が
一
八
六

二
年
に
う
ち
だ
し
た
「
ド
ナ
ウ
連
邦
」
構
想
で
は
、
パ
ル
チ
ェ
ス
ク
の
要
求
を
も
一
定
極
度
受
け
入
れ
る
方
向
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
、
一
八
五
○
１
上
ハ
○
年
代
の
ヨ
ー
ｍ
シ
バ
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
束
・
中
欧
の
迎
邦
榊
旭
の
発
展
は
、
川
内
紺
民
族
に
対
す

る
帝
国
内
支
配
民
族
の
譲
歩
も
引
き
出
し
て
く
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
コ
ッ
シ
ュ
ー
ト
の
「
ド
ナ
ウ
連
邦
」
構
想
は
、
離
水
的
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
旧
家
が
Ｎ
際
的
な
権
力
政
給
の
下
で
生
き
残
る
こ
と

を
原
則
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
諸
民
族
の
解
放
と
平
等
な
自
治
の
獲
得
へ
の
譲
歩
を
砿
ね
れ
ば
ハ
ン
ガ
リ
ー
自
体
が
弱
体
化
す
る
と
い
う

ジ
レ
ン
マ
を
内
包
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
コ
ッ
シ
ュ
ー
ト
の
「
ド
ナ
ウ
連
邦
」
案
は
、
ハ
ン
〃
リ
ー
国
内
紙
氏
族

と
の
共
存
を
も
考
慮
し
よ
う
と
し
た
ま
さ
に
そ
の
時
点
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
内
大
・
中
貴
族
の
反
対
に
あ
い
、
葬
り
去
ら
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
を
、
平
等
権
を
持
つ
民
族
の
述
邦
国
家
に
再
編
す
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
洲
氏
族
に
、
領
土
的
・
立
迩
的
、
袖
を
保
脈
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
中
で
も
、
セ
ル
ピ
ア
人
、
ミ
レ
テ
ィ
ッ
チ

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

一〈一一一

八
六
○
年
代
半
ば
に
入
る
と
、
束
・
中
・
南
欧
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
連
邦
化
構
想
の
拡
が
り
の
中
で
、
諾
Ⅸ
族
の
要
求
は
よ
り
具
体
的
な
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ハ
プ
ス
プ
ル
グ
市
川
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

六
Ⅲ

（
旨
菖
の
〔
厨
の
く
の
〔
阯
円
）
は
、
ク
卿
ア
チ
ァ
、
ス
ラ
ヴ
ォ
ニ
ァ
、
ダ
ル
マ
チ
ァ
の
三
位
一
体
王
囚
（
ぼ
『
・
日
卍
巴
嵐
団
々
協
い
）
を
主
眼
し
、

（
８
）

ハ
ン
ガ
リ
ー
王
冠
の
下
で
の
立
悲
的
自
給
権
を
要
求
し
た
。

一
八
六
○
年
前
半
期
は
、
ま
さ
に
束
・
中
欧
の
述
州
制
を
要
求
す
る
助
き
が
帝
国
内
部
の
体
制
を
も
変
航
し
う
る
州
に
成
災
し
っ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
‐

Ｉ



よ
っ
て
反
古
と
な
っ
た
。
一
八
六
八
年
、
「
婆
艫
協
」
後
、
採
択
さ
れ
た
「
氏
族
法
」
は
、
二
年
前
の
「
少
数
民
族
法
」
に
比
し
著
し
く
後

（
川
）

過
し
た
も
の
で
あ
り
、
母
語
は
、
下
級
行
政
機
関
、
司
法
、
教
会
及
び
教
育
・
文
化
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
第
二
段
階
の
氏
族
嬰
求
は
、
上
か
ら
の
「
妥
協
」
に
よ
っ
て
帝
瓜
か
ら
の
脚
民
族
の
解
放
を
も
棚
上
げ
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
国
内
諾
民
族
運
動
の
抑
制
を
め
ざ
し
た
、
デ
ア
ー
ク
ら
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
指
導
層
に
よ
っ
て
、
再
び
却
下
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
７
）
即
ち
、
行
政
、
司
法
、
そ
の
他
の
執
行
に
際
し
て
は
、
船
水
的
に
行
地
域
の
日
胎
に
委
ね
る
と
い
う
も
の
。

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
図
の
秤
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

含
む
。
。
シ
ュ
ー

（
、
）
い
【
口
ぐ
ユ
固
口
。
⑫

（
６
）
匂
武
・
も
。
＄
．

（
４
）
バ
ル
カ
ン
半
島
西
部
の
ア
ド
リ
ア
海
に
面
し
た
領
域
。
現
在
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
ほ
ぼ
全
域
及
び
イ
タ
リ
ア
北
東
部
、

〈
両
ひ
。
。
シ
ュ
ー
ト
の
文
脈
で
は
、
ク
、
ア
チ
ァ
及
び
セ
ル
ピ
ァ
を
含
む
南
ス
ラ
ヴ
ー
締
と
解
し
う
る
。

（
５
）
⑫
白
く
ユ
固
口
８
．
Ｆ
。
、
．
ご
『
》
、
、
口
雰
ロ
誌
、
吋
旦
ミ
ミ
ご
毬
・
ｎ
ｏ
ゴ
ロ
の
（
】
ｎ
日
．
』
し
、
や
。
□
・
団
・

／戸、

ＪＩｌ(（
０

（
注
）

（
１
）
罠
回
国
３
３
協
月
＆
、
尽
蔦
（
、
・
臼
（
勗
溢
‐
扇
の
Ｃ
）
ｌ
岸
（
』
⑪
ち
Ｉ
届
の
『
）
・
面
目
§
の
⑪
〔
．
ご
『
Ｐ
お
］
－
念
の
○
一
○
・
の
忌
司
巳
）
涼
『
の
）
・
貢
忍
Ｑ
の
『
目
・
ゴ
ー

の
ご
一
目
の
一
口
⑫
ロ
ロ
○
の
バ
ー
の
ロ
『
ｏ
Ｈ
ｇ
Ｑ
ｓ
の
四
号
⑫
ワ
自
滅
の
『
菖
。
□
日
、
嵐
⑩
旨
：
口
〕
ロ
汗
目
】
⑫
＄
－
】
①
】
←
．
．
．
」
く
。
：
烏
辱
め
野
種
旦
腐
注
吋
ご
飢
口
鳥
物
・
罠
・

鳶
四
息
ａ
】
口
】
・
切
目
ロ
ロ
①
の
〔
・
Ｓ
ａ
ｍ
・
』
ぃ
・
屍
の
曾
冨
円
冒
口
⑭
．
。
§
。
§
ｕ
§
巳
く
目
。
：
（
ご
》
』
且
、
圏
勿
口
肉
忌
戴
。
§
Ｓ
訂
、
§
圏
§
尊
い
ミ

ロ
ィ
ロ
列
ご
（
日
誌
日
》
己
へ
④
‐
田
園
・
函
聞
く
口
ａ
ロ
日
『
・
勺
別
の
い
い
。
、
ロ
ョ
ワ
ユ
ロ
、
の
。
ご
ゴ
マ
ロ
ロ
・
局
・
Ｉ
』
圏
．

（
２
）
コ
シ
ュ
ー
ト
の
ド
ナ
ウ
述
州
構
想
の
全
文
は
、
』
〈
。
い
い
貝
守
ト
ミ
。
い
ざ
§
・
出
貰
。
□
涛
窓
［
の
〔
・
目
．
。
『
［
目
の
］
２
日
目
一
ヨ
：
『
・
穴
・
囚
＆
詠
い
Ｈ

畠
困
Ｉ
】
、
①
の
ぐ
周
一
頭
．
Ｂ
）
ａ
・
厚
『
の
：
８
月
宍
。
⑪
２
Ｓ
司
国
の
ロ
日
・
切
目
§
の
⑫
［
・
】
②
の
、
・
し
‐
］
蛸
・
一
。
・
ま
た
、
羽
鳴
『
史
学
雑
誌
』
前
掲
論
文
を
Ｊ
ｂ
参

苧
へ】

。

｡｡

”
）
ド
ナ
ウ
述
邦
構
想
作
成
に
あ
た
っ
て
の
Ⅱ
的
・
意
義
を
綴
っ
た
コ
シ
ュ
ー
ト
の
手
紙
は
、
富
沢
。
い
い
Ｐ
Ｓ
Ｅ
）
Ｃ
い
」
の
く
の
一
の
恩
【
・
言
の
瑁
牙
巴
口
の

●
、

函
３
局
ロ
の
可
の
い
、
．
．
届
Ｂ
呑
口
目
⑪
９
－
日
面
。
．
□
＆
か
論
、
§
日
守
困
胤
巨
凰
Ｑ
》
＆
涛
穴
。
［
の
【
．
。
⑫
ｇ
の
巴
口
）
＆
耳
の
尿
。
回
国
言
：
９
口
目
§
の
⑫
［
ご
】
し
９
．

六

五

ア
ル
パ
ニ
ア
存
」



〈
Ⅲ
〉
一
八
七
○
年
件
ｆ
川
阯
伽
匹
蛎
換
期
。
受
動
的
抵
抗
迦
動
と
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
化
」
の
時
代

「
好
協
」
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
囚
政
府
に
と
っ
て
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
以
外
の
回
内
諾
氏
族
へ
の
溌
歩
を
も
必
然
的
な
も
の
と
し
た

が
、
日
川
内
氏
族
を
お
さ
え
て
「
妥
協
」
を
か
ち
と
っ
た
ハ
ン
ガ
リ
１
政
府
に
と
っ
て
は
、
囚
内
諦
民
族
へ
の
支
配
を
よ
り
強
化
す
る
傾

向
を
生
み
川
し
た
。
そ
の
結
來
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
で
は
一
定
の
連
邦
制
的
日
附
機
榊
が
そ
の
政
体
の
弱
体
化
故
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
逆
に
「
妥
協
」
以
降
、
一
八
六
○
年
代
に
お
い
て
燃
え
上
が
っ
た
民
族
述
助
は
抑
圧
さ
れ
、
識
氏
族
は
受

動
的
な
運
動
へ
と
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
期
の
氏
族
遮
勅
は
、
国
家
地
域
阿
縞
よ
り
も
、
自
治
、

言
語
・
教
育
権
な
ど
の
妓
小
限
要
求
に
砿
点
が
移
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

か
か
る
運
動
の
転
換
に
際
し
、
最
も
成
功
し
た
の
が
ク
ロ
ア
チ
ア
人
で
あ
る
。
ク
ロ
ア
チ
ア
人
は
、
一
八
六
八
年
に
、
一
八
六
七
年
の

「
妥
協
」
に
な
ら
っ
た
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ク
ロ
ア
チ
ア
と
の
「
妥
協
」
に
よ
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
冠
の
下
に
、
制
限
つ
き
で
は
あ
る
が
一

（
１
）

定
の
自
治
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
妥
協
」
、
三
重
、
四
亜
王
国
化
の
試
み
は
、
チ
ェ
コ
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
た
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
強
い
反
対

と
、
帝
国
政
府
の
ロ
シ
ア
に
対
す
る
脅
威
に
よ
り
い
ず
れ
も
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

一
ハ
ー
ハ

（
８
）
『
胃
蔦
・
§
曽
閏
畷
舟
忌
鄭
忌
吻
‐
＆
、
忌
蔦
鳶
周
量
、
ご
ロ
ミ
鷺
月
目
・
§
ロ
博
爵
忌
切
‐
計
ミ
ｇ
§
》
‐
再
思
７
冒
由
．
（
以
下
、
皀
丙
『
ミ
と
略
）
、
閂

忍
［
》
】
の
①
『
ｌ
』
＄
画
．
α
協
瞬
の
巴
ご
ａ
庁
斤
の
の
い
］
の
、
百
⑪
［
の
算
の
一
息
§
》
尻
の
ョ
曾
忌
○
・
○
』
▽
・
『
．
、
且
ロ
ロ
の
⑩
［
』
・
日
←
⑪
田
・
田
‐
］
①
。
］
ロ
・
］
恩
『
『
息
『
ｎ
・
扇
．

（
９
）
の
園
：
且
Ｑ
芹
巳
・
ヨ
ヱ
ロ
Ｑ
・
ロ
ロ
］
尉
日
ロ
の
肝
ロ
ロ
〔
１
．
骨
ヨ
ロ
の
寿
・
口
要
六
月
四
口
：
す
い
㈱
・
一
目
§
ロ
、
丙
・
乱
９
．
葛
．
Ｌ
：
四
ｓ
目
§
：
瀞
：
吻

迂
貝
鳥
菖
冴
口
肝
＆
野
忌
蔦
苛
．
ｍ
且
目
の
⑰
【
・
』
し
①
心
・
扇
山
Ｉ
』
震
○
区
・

（
皿
）
民
族
法
の
全
文
（
隠
干
ｇ
⑰
）
は
、
拾
三
房
目
頁
員
貸
盆
い
い
・
扇
四
‐
』
①
『
・
一
。
・
屋
９
月
。
①
．



一
八
六
一
年
に
卜
ウ
ル
チ
ア
ン
ス
キ
・
ス
ヴ
ェ
テ
ィ
・
マ
ル
テ
ィ
ン
（
日
日
か
一
四
コ
⑫
穴
】
⑪
く
凰
菖
ｍ
ａ
ｐ
ｍ
ト
ゥ
皿
－
シ
・
セ
ン
ト
マ
ー
ル

ト
ン
Ｂ
Ｐ
ａ
８
隙
の
ロ
［
日
時
８
口
）
の
民
族
大
会
で
「
覚
諜
（
頁
の
曰
・
Ｂ
ｐ
８
ｇ
）
」
が
採
択
さ
れ
、
以
後
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
と
連
合
し
て
」
氏

族
の
解
放
と
市
民
権
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
拡
が
っ
た
。

こ
の
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
と
の
連
合
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
ス
回
ヴ
ア
キ
ア
民
族
の
み
の
運
動
で
は
あ
ま
り
に
も
脆
弱
で
危
険
が
伴
う
が

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
旧
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
間
脳

六
七

ス
Ｗ
〃
／
γ
匹

始
し
て
い
た
。

他
力
、
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
の
セ
ル
ピ
ア
人
は
、
一
八
六
六
年
に
ミ
レ
テ
ィ
ッ
チ
に
よ
り
、
ブ
ダ
。
ヘ
シ
ュ
ト
の
耐
人
、
都
市
の
知
識
人

の
側
に
「
セ
ル
ビ
ア
人
民
族
、
川
党
（
の
月
『
ワ
ヱ
の
日
局
〔
一
ロ
ワ
①
団
一
厨
思
風
）
」
を
形
成
し
、
ま
た
ノ
ー
ヴ
ィ
サ
ド
（
ｚ
・
ぐ
一
の
：
叩
ウ
ー
イ

ヴ
イ
デ
ー
ク
ｇ
く
ぼ
鼻
）
に
氏
族
組
織
「
青
年
（
○
日
一
目
一
目
）
」
を
形
成
し
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
内
野
党
と
結
び
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
改
革
と

（
２
）

民
族
の
独
立
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
民
族
の
発
一
一
言
権
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。

一
八
八
○
年
代
に
入
る
と
、
セ
ル
ピ
ア
人
氏
族
ｎ
山
党
内
部
の
急
進
派
ト
ミ
ッ
チ
（
弓
○
目
口
］
口
囲
）
が
『
旗
（
鱒
閉
口
く
四
）
』
を
、
ポ
リ

（
２
）

卜
・
デ
サ
ン
チ
ソ
チ
（
勺
○
一
一
［
‐
□
限
価
口
図
か
昌
忌
口
］
一
・
）
が
『
砦
（
、
日
日
屍
）
』
を
発
行
し
、
氏
族
散
会
の
脚
祐
を
要
求
し
た
。
こ
の
時
期

に
お
け
る
彼
ら
の
要
求
の
雅
本
ラ
イ
ン
は
、
一
八
五
Ｏ
Ｔ
Ｌ
ハ
○
年
代
か
ら
は
大
き
く
後
退
し
、
一
八
六
八
年
の
民
族
法
を
守
れ
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
既
に
こ
の
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
地
域
で
の
少
数
民
族
の
詩
語
的
・
文
化
的
諸
権
利
す
ら
守
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
実
態

を
示
し
て
い
た
。
「
妥
協
」
以
後
、
諸
民
族
の
述
動
を
抑
圧
し
脂
導
考
を
一
掃
す
る
中
で
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
体
の
中
央
災
権
化
、
ズ
ン
ガ

リ
ー
化
（
日
ロ
喝
日
・
轡
日
の
）
」
政
策
は
、
諸
民
族
に
と
っ
て
の
抑
圧
的
状
況
を
呈
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
ス
⑪
ヴ
ァ
キ
ア
人
を
兇
て
み
よ
う
。

ス
Ⅶ
ヴ
ア
キ
ア
人
は
、
知
識
人
、
新
川
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
中
心
に
、
一
八
六
○
年
代
に
は
前
納
椎
、
散
布
樅
を
要
求
す
る
闘
い
を
洲



ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
Ⅳ
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

六
八

故
の
一
灘
協
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
地
域
に
お
い
て
実
践
的
影
響
力
を
持
っ
た
の
が
、
マ
テ
ィ
ッ
ァ
・
ス
ロ
ヴ
ェ
ン
ス
カ
（
冨
目
８
⑩
一
○
ぐ
の
ロ
⑪
面
）
や
。
ハ
ラ

１
リ
ク
（
㈲
口
尽
吋
涛
・
湿
口
）
の
『
新
学
派
（
ｚ
○
ぐ
与
騨
○
一
口
）
』
の
動
き
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
民
族
自
治
と
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
各
地
に
お
け
る

ス
価
ヴ
ァ
キ
ァ
語
の
公
用
化
を
要
求
し
連
動
を
発
展
さ
せ
た
。
ま
た
、
一
八
六
八
年
に
は
、
建
築
家
ポ
プ
ラ
（
囚
〕
ｇ
一
口
・
面
ロ
）
を
中
心
に
、

ペ
シ
ュ
ト
の
民
主
主
義
打
に
よ
り
『
ス
皿
ヴ
ァ
キ
ァ
新
級
（
の
一
・
ぐ
目
の
窓
口
・
ぐ
｛
巳
）
』
が
刊
行
さ
れ
、
民
族
法
の
修
正
を
訴
え
た
。

し
か
し
、
一
八
七
○
年
代
に
入
る
と
、
ヌ
ン
ガ
リ
ー
化
」
の
波
の
巾
で
、
ス
ぃ
ヴ
ァ
キ
ア
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
は
次
々
と
閉
鎖
さ
れ
、

ま
た
『
新
学
派
』
の
運
動
や
、
『
ス
口
ヴ
ァ
キ
ァ
新
報
』
の
記
事
ま
で
弾
圧
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
の
氏
族
迦
勅
指
導

（
５
）

者
は
、
『
人
民
新
報
（
ｚ
口
Ｈ
（
己
已
の
ｚ
Ｃ
く
旨
昌
）
』
を
先
頭
に
、
一
斉
に
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
化
」
政
策
を
批
判
し
た
が
、
既
に
「
ハ
ン
ガ
リ
ー

化
」
の
波
を
押
し
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
一
八
七
〔
Ｙ
Ｉ
八
○
年
代
に
、
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
を
は
じ
め
と
す
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
内
民
族
述
動
は
、
政
府
の
「
ハ
ン
ガ
リ
ー

化
」
政
簸
の
強
行
の
下
で
後
退
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

行
き
場
を
う
し
な
っ
た
民
族
通
勤
は
、
議
会
内
改
革
、
即
ち
、
緋
通
選
挙
権
の
導
入
に
望
み
を
託
し
、
一
八
九
五
年
、
ノ
ー
ヴ
ィ
サ
ド

や
プ
ダ
ペ
シ
ュ
ト
で
少
数
民
族
大
会
を
開
催
し
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
、
セ
ル
ピ
ァ
人
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
の
参
加
に
よ
り
「
県
レ
ヴ
ェ
ル
で

（
６
）

の
民
族
自
治
の
実
現
」
を
要
求
し
て
い
く
が
、
か
か
る
運
動
は
世
紀
転
換
期
を
迎
え
て
も
具
体
的
な
要
求
獲
得
の
成
果
は
兄
ら
れ
な
か
つ

こ
の
よ
う
な
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
の
政
策
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
ス
ラ
ヴ
民
族
の
運
動
の
高
ま
り
と
対
象
的
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
側
ス
ラ

ヴ
民
族
の
述
動
の
鎮
静
化
を
促
し
た
が
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
（
社
会
主
義
者
を
も
含
む
）
少
数
民
族
迎
動
へ
の
無
理

た
の
で
あ
る
。



〈
Ⅳ
〉
’
九
○
五
年

一
八
七
○
年
代
か
ら
世
紀
転
換
期
に
至
る
、
か
か
る
受
動
的
民
族
述
勅
に
新
た
な
転
機
を
呈
示
し
た
の
が
一
九
○
五
年
で
あ
っ
た
。
こ

の
時
期
、
Ⅶ
シ
ア
革
命
の
反
響
も
功
を
奏
し
、
民
主
主
義
的
国
家
秤
編
の
動
き
が
Ⅳ
び
活
発
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
ス
ラ
ヴ
主
義
者
の
迎

動
も
新
た
に
嘘
り
上
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
内
部
で
も
、
「
妥
協
」
派
に
対
す
る
批
判
が
議
会
内
野
党
や
知
識

（
１
）

人
の
間
で
一
局
ま
り
、
彼
ら
の
間
か
ら
諸
民
族
の
連
邦
化
に
理
解
を
一
示
す
ヤ
ー
シ
の
よ
う
な
人
物
が
登
場
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
ま
ず
、
ル
１
マ
ニ
ア
人
の
間
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
内
改
革
派
、
ル
エ
ー
ガ
ー
（
Ｐ
Ｐ
侭
閂
・
【
ロ
ュ
）
、
次
期
皇
帝
フ
ラ

ン
ッ
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
卜
（
即
自
い
句
の
ａ
甘
口
且
）
大
公
と
結
び
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
抑
え
て
帝
国
内
の
諸
民
族
地
域
を
連
邦
化
し
よ
う

と
試
み
る
動
き
が
拡
が
っ
て
い
た
。

解
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
時
期
に
お
け
る
諸
民
族
の
「
共
存
」
の
試
み
に
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
注
）

（
１
）
ク
⑭
ア
チ
ア
と
の
妥
協
の
全
文
（
品
Ｉ
『
昂
）
は
、
』
ご
【
『
ミ
マ
閂
丙
。
［
．
Ｓ
鷺
・
］
】
】
‐
］
⑭
】
○
一
・
・
局
ｇ
ｐ
ｏ
く
・
』
『
．

（
２
）
い
わ
ゆ
る
「
ノ
ヴ
ィ
サ
ド
問
題
」
｛
ミ
バ
『
ご
》
［
召
［
・
農
闇
・
・
し
１
句
．
．
、
『
１
℃
の
。
］
。
．
』
の
＄
ず
ロ
・
ヨ
ー
⑪
８
［
．
①
．

（
３
）
（
之
宍
弓
学
『
》
再
穴
○
戸
衿
①
、
恩
・
》
の
、
四
ｌ
①
、
←
。
］
ｇ
】
⑪
⑪
←
日
野
一
・
『
・

Ｉ

（
４
）
」
【
三
句
茸
ご
昼
へ
司
蒼
」
○
図
き
い
へ
。
烏
蔦
曹
款
＆
息
荷
溌
営
・
口
日
は
⑩
両
ぐ
酔
乞
『
、
。
⑩
角
・
心
」
①
１
噌
い
つ
．

（
５
）
（
『
こ
【
閂
冒
》
戸
忍
〆
』
＆
闇
・
・
い
、
『
１
ｍ
ｍ
の
○
一
口
．
］
⑪
目
。
【
［
・
呂
・

（
６
）
［
）
○
奇
ミ
君
§
ご
訪
い
ご
己
目
切
詐
甸
営
貸
嵐
、
＆
息
冒
漬
嵜
討
員
骨
已
『
Ｃ
ざ
３
門
②
お
ｌ
』
①
屡
壱
国
【
．
』
ｍ
ｍ
ｍ
－
】
＠
ｓ
・
侭
。
⑰
日
ぐ
』
一
句
日
日
滋
⑰
片
口
○
戸
の
⑪
。
、
３
回
－

匹
ゆ
く
い
つ
」
①
司
い
い
司
⑪
。
。
》
の
〔
『
・
画
『
『
Ｉ
⑭
、
］
・
［
之
雫
【
ロ
辺
学
〔
回
汽
。
［
。
揖
函
①
い
－
］
①
Ｃ
Ｐ
ｍ
』
⑰
い
・
つ
い
ｍ
ｍ
ｌ
山
ｍ
Ｐ
ｍ
ｍ
の
い
・
口
傘
つ
ぃ
ｌ
←
つ
い
Ｃ
の
】
⑫
Ｎ
・
・
一
円
②
Ｉ
傘
檮
の
。
』
ロ
。

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

六

九



（
２
）
迎
邦
は
、
次
の
一
五
州
か
ら
な
る
。
①
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
四
二
離
席
巾
七
雛
心
Ｕ
、
②
ド
イ
ツ
人
ボ
ヘ
ミ
ア
（
二
）
、
③
ド
イ
ツ
人

モ
ラ
ヴ
ィ
ア
（
一
）
、
④
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
（
七
）
、
⑤
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
Ｚ
一
ア
の
セ
ー
ヶ
イ
人
地
域
（
一
）
、
⑥
チ
ェ
コ
人
ボ
ヘ
ミ
ア
・
モ

ラ
ヴ
ィ
ア
（
五
）
、
⑦
ス
Ⅶ
ヴ
γ
キ
ア
人
（
二
）
、
③
ク
Ⅶ
ア
チ
ア
（
三
）
、
⑨
ス
回
ヴ
ェ
ニ
ア
（
一
）
、
⑩
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
（
一
）
、
⑪
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
西
ガ
リ
ッ
ィ
ァ
（
三
）
、
⑫
ル
テ
ニ
ァ
人
來
ガ
リ
ッ
ィ
ァ
（
カ
ル
パ
チ
ァ
、
シ
ァ
を
含
む
）
（
三
）
、
⑬
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ー
ー
ァ
の

ル
ー
マ
ニ
ア
人
地
域
（
四
）
、
⑭
ト
リ
エ
ス
テ
（
｜
）
、
⑮
ト
レ
ン
チ
ノ
（
｜
）
。

（
２
）

（
３
）
迎
邦
国
家
は
、
鴨
通
過
準
椛
と
自
淌
を
韮
礎
と
し
、
立
懲
湫
主
図
の
形
態
を
と
る
。

ポ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
述
邦
構
想
は
、
か
な
り
地
域
的
に
も
具
体
性
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
名
の
と
お
り
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
州
自

治
を
韮
礎
と
し
た
地
域
自
治
の
上
に
成
り
立
つ
緩
や
か
な
述
邦
制
と
い
う
点
で
も
、
現
体
制
の
国
家
機
榊
を
大
き
く
改
編
す
る
こ
と
な
く

実
現
し
う
る
構
想
で
あ
っ
た
。
か
か
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
戸
台
衆
国
」
榊
恕
は
、
当
初
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
内
政
華
派
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の

南
ス
ラ
ヴ
民
族
（
ク
、
ア
チ
ァ
人
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ァ
人
）
の
支
持
を
得
た
。
し
か
し
彼
の
構
想
の
弱
点
は
、
所
詮
、
立
溌
君
主
制
と
ウ
ィ

ー
ン
へ
の
中
央
災
椛
制
を
川
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
よ
り
広
範
な
自
決
術
を
要
求
す
る
チ
ェ
コ
人
、
ポ

菖
】
一
口
ロ
）
を
北

（
１
）
二
取
卿

基
礎
で
あ
る
。

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

七
○

こ
の
首
謀
者
は
、
ポ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
（
勺
・
ロ
。
く
〕
◎
し
日
の
］
）
、
ヴ
ァ
イ
ダ
ー
ヴ
ォ
エ
ヴ
ォ
ド
（
ぐ
巴
８
－
く
・
の
ぐ
。
ｇ
シ
ー
の
〆
口
且
日
）
で
あ
っ
た
。

そ
の
構
想
は
ポ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
籍
替
、
『
大
オ
ー
ス
ト
リ
ア
合
衆
国
（
ロ
の
く
の
Ｈ
の
甘
碕
［
の
ｐ
ｍ
Ｂ
ｐ
［
の
ロ
ぐ
○
口
の
『
○
冊
－
○
⑪
（
の
ｑ
の
】
９
）
』
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
構
想
は
、
当
初
、
ク
ロ
ァ
チ
ァ
人
の
ラ
ゥ
ホ
（
”
：
ｎ
ヶ
観
く
ロ
・
）
、
ス
ぃ
ヴ
ァ
キ
ァ
の
ホ
ッ
ジ
ャ
（
四
○
忌
口
〕

菖
忌
ロ
）
を
も
ひ
き
つ
け
た
。
ポ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
構
想
は
以
下
の
ご
と
き
竹
子
を
持
っ
て
い
た
。

（
１
）
二
取
制
は
、
蛾
終
的
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
独
立
と
帝
国
の
川
壊
を
州
く
も
の
で
あ
る
。
述
邦
化
こ
そ
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
安
定
化
の



１
ラ
ン
ド
人
の
抗
議
を
ひ
き
お
こ
し
、
セ
ル
ビ
ア
人
も
一
九
○
六
年
か
ら
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
の
交
渉
を
中
断
す
る
事
と
な
っ
た
。
ス

Ｗ
ヴ
ア
キ
ア
人
ホ
ッ
ジ
ャ
ら
も
や
が
て
ポ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
立
悲
沿
主
的
中
央
集
権
主
義
に
反
対
し
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
自
治
、
共
同
の

利
益
を
掲
げ
て
新
た
な
構
想
を
う
ち
出
す
こ
と
と
な
る
。

以
下
、
セ
ル
ビ
ア
人
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
の
動
き
を
追
っ
て
み
よ
う
。

世
紀
賑
換
期
以
降
、
南
ス
ラ
ヴ
氏
族
の
自
桁
の
拡
大
を
要
求
す
る
セ
ル
ピ
ア
人
、
ク
価
ア
チ
ア
人
の
側
に
は
、
「
ク
ｍ
ア
チ
ア
・
セ
ル

ビ
ァ
連
合
」
の
動
き
が
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
た
。
一
九
○
五
年
一
○
Ｎ
に
は
、
「
進
歩
党
（
ｚ
四
℃
【
巴
目
の
［
３
口
百
）
」
指
導
部
及
び
ス
プ

リ
ッ
ト
の
市
長
ト
ル
ム
ビ
ッ
チ
（
日
日
曰
亘
ロ
シ
ロ
〔
の
）
、
「
農
民
党
（
の
①
］
］
月
百
⑪
耳
目
百
）
」
の
ラ
デ
ィ
ッ
チ
（
恩
＆
〈
》
の
〔
の
ロ
：
）
ら
に
よ

り
開
催
さ
れ
た
フ
ィ
ウ
メ
大
会
で
、
フ
ィ
ウ
メ
決
議
が
採
択
さ
れ
た
（
艇
民
党
は
織
成
し
な
か
っ
た
）
。
そ
こ
で
は
、
「
ク
Ⅲ
ア
チ
ア
と
ハ

プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
内
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
野
党
と
の
扣
互
協
力
の
下
に
」
、
ダ
ル
マ
チ
ア
と
ク
ロ
ァ
チ
ァ
の
統
一
、
「
妥
協
」
で
保
証
さ
れ
た
脚

（
３
）

治
権
の
維
持
と
拡
大
、
経
済
的
独
立
等
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
化
」
支
配
に
対
す
る
具
体
的
牽
制
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
に
船
づ
き
、
〃
血
ア
チ
ァ
権
利
党
（
黒
く
口
［
⑪
訂
の
月
：
百
℃
曰
く
口
）
、
進
歩
党
、
社
会
民
主
党
及
び
セ
ル
ピ
ァ
氏
族
独
立
党

（
の
『
ロ
⑫
百
口
日
。
§
口
の
口
日
。
⑪
Ｂ
一
目
の
［
『
目
薗
）
、
セ
ル
ピ
ァ
民
族
急
進
党
（
の
Ｂ
⑪
穴
Ｐ
ｐ
ｐ
Ｈ
・
ロ
ロ
日
日
百
一
目
の
［
Ｈ
：
丙
口
）
に
よ
り
、
ク
ロ
ア

チ
ア
・
セ
ル
ビ
ア
の
共
同
、
南
ス
ラ
ヴ
の
民
族
的
・
国
家
的
独
立
を
原
則
と
し
た
「
ク
ロ
ア
チ
ア
・
セ
ル
ピ
ア
連
合
（
四
コ
ｇ
⑫
序
。
‐

（
４
）

⑫
『
ｂ
⑭
百
丙
・
Ｐ
一
一
口
］
ロ
）
」
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
機
に
、
迎
励
は
Ｗ
び
、
帝
国
の
枠
組
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
南
ス
ラ
ヴ
氏
族
解

放
の
運
動
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
の
間
で
も
、
’
九
○
五
年
の
転
換
の
中
で
、
フ
リ
ン
ヵ
（
巴
冒
百
・
シ
且
吋
の
〕
）
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
ロ
ヴ

ァ
キ
ア
「
人
民
党
（
ｚ
日
．
。
：
の
）
⑪
再
口
昌
）
」
の
左
派
と
し
て
現
れ
、
ま
た
、
マ
サ
リ
ク
を
支
持
す
る
『
プ
ラ
ス
臣
ロ
⑪
“
声
）
』
派
が
怡
頭

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

七
一



ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

七
二

（
５
）

し
て
き
て
い
た
。
ま
た
社
会
主
義
者
の
側
で
も
、
よ
う
や
く
、
民
族
解
放
を
階
級
抑
圧
か
ら
の
解
放
と
別
個
に
、
独
自
に
追
求
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
現
れ
始
め
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
民
族
的
自
立
を
主
張
す
る
レ
ホ
ッ
キ
ー
（
炉
ｇ
ｏ
ｏ
ご
》
向
日
四
目
の
一
）
の
グ
ル
ー
プ
が
『
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
労
働
新
報
（
の
一
○
ぐ
目
の
窓
幻
○
頁
）
［
ａ
ｎ
窓
ｚ
・
ぐ
】
こ
）
』
を
発
行
し
つ
つ
、
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ァ
人
労
働
者
の
組
織
化
を
開
始
し
て
い

嫁
』
し
か
し
、
こ
う
し
た
中
で
、
帝
国
全
体
の
再
編
を
見
通
し
て
い
た
の
は
、
特
に
、
西
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
を
基
盤
に
活
動
し
て
い
た
「
人

氏
的
農
民
迦
励
（
」
ｇ
ｏ
ぐ
の
四
ｍ
３
日
の
ロ
自
身
）
」
を
脂
導
す
る
ホ
ッ
ジ
ャ
で
あ
っ
た
。

ホ
ッ
ジ
ャ
は
、
当
初
、
ポ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
「
合
衆
国
」
榊
想
に
は
か
な
り
共
感
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
、
一
八
四
九
年
、
及

び
一
八
六
七
年
の
経
験
か
ら
、
大
オ
１
ス
ト
リ
ア
議
会
内
部
で
の
改
良
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
肢
終
的
に
は
こ
れ
を
拒

否
し
、
「
ド
ナ
ウ
流
域
諸
民
族
の
共
通
の
利
害
に
基
づ
く
帝
国
２
魁
編
」
、
即
ち
、
帝
国
の
枠
組
み
を
も
越
え
た
ド
ナ
ウ
流
域
諸
民
族
の
連

邦
化
、
を
徐
と
に
要
求
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

ホ
ッ
ジ
ャ
の
要
求
は
、
『
諸
民
族
の
中
欧
連
邦
（
共
和
国
）
（
、
の
ロ
［
日
」
何
日
・
ロ
Ｂ
ｐ
Ｏ
ｏ
Ｂ
Ｂ
・
口
弓
の
口
一
日
・
命
ｚ
口
〔
】
・
ロ
⑩
）
』
に
集
約
で
き

彼
は
一
高
う
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
は
、
小
さ
い
が
、
完
醗
に
民
主
主
義
的
な
氏
族
で
あ
る
。
［
こ
の
こ
と
は
、
ス
皿
ヴ
ァ
キ
ァ
人
が
徴
族

層
を
持
た
ず
、
殆
ど
が
農
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
立
証
さ
れ
る
。
］
ま
た
、
ス
、
ヴ
ァ
キ
ァ
人
は
、
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ

ァ
ニ
ア
の
ル
ー
マ
ニ
ア
人
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
よ
う
に
、
外
部
に
依
る
べ
き
民
族
を
持
た
な
い
。
か
か
る
ス
面
ヴ
ァ
キ
ア
人
に
と
っ
て
の

（
７
）

闘
い
の
保
証
は
、
唯
一
、
帝
国
内
部
に
お
け
る
民
族
の
共
同
行
動
で
あ
る
。

彼
は
、
ス
ラ
ヴ
民
族
が
一
民
族
で
は
弱
体
で
あ
る
が
故
に
、
ド
ナ
ウ
河
を
中
心
と
す
る
河
川
経
済
、
及
び
政
治
的
・
軍
事
的
な
利
害
の

共
通
性
の
中
で
生
き
る
こ
と
が
自
民
族
に
と
っ
て
最
善
の
道
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

る
○



そ
れ
故
、
ホ
ッ
ジ
ャ
は
一
時
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
党
、
ア
ー
ド
ラ
ー
（
し
日
日
・
ぐ
房
〔
・
円
）
、
レ
ン
ナ
ー
（
幻
の
目
の
『
．
【
ロ
ュ
）
、

パ
ウ
ア
ー
（
厩
ロ
日
。
〔
［
・
）
ら
の
文
化
的
自
治
案
に
も
接
近
す
る
が
、
最
終
的
に
は
よ
り
民
主
主
義
的
か
つ
緩
や
か
な
地
域
連
合
を
め
ざ

し
、
チ
ェ
コ
及
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
主
主
義
者
と
結
ぶ
方
向
に
す
す
ん
で
い
く
。

以
上
の
如
く
見
て
く
る
と
、
一
九
世
紀
半
ば
の
民
族
覚
醒
の
時
期
か
ら
、
二
○
世
紀
初
頭
に
至
る
時
期
に
お
け
る
ス
ラ
ヴ
民
族
の
連
動

は
、
全
体
と
し
て
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
よ
う
。

（
１
）
一
八
Ｗ
八
年
畝
命
期
に
お
い
て
は
、
［
ス
ラ
ヴ
民
族
］
が
強
調
さ
れ
つ
つ
も
、
民
族
の
解
放
は
帝
国
の
枠
内
で
の
改
編
と
し
て
論

じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
革
命
共
に
、
革
命
を
め
ざ
す
支
配
民
族
の
側
に
は
、
諾
民
族
平
等
の
理
念
は

未
だ
な
く
、
そ
れ
故
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
解
放
の
試
み
が
民
族
間
の
敵
対
を
産
み
、
革
命
の
挫
折
と
、
国
家
再
編
の
挫
折
を
導
い
た
。

（
２
）
一
八
五
○
Ｉ
上
ハ
○
年
代
は
、
諸
氏
族
が
赦
命
挫
折
を
経
験
し
た
後
、
述
邦
化
の
要
求
が
帝
国
の
枠
組
み
を
こ
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国

際
政
治
を
視
野
に
入
れ
て
東
・
中
・
南
欧
規
模
で
論
じ
ら
れ
、
そ
の
も
と
で
各
民
族
の
連
帯
と
共
存
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
構
想

が
、
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
の
東
・
中
欧
支
配
の
枠
組
み
を
崩
す
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
最
終
的
に
は
上
か
ら
の
「
妥

協
」
に
よ
っ
て
再
び
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

（
３
）
「
妥
協
」
後
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
対
し
強
い
立
場
で
妥
協
を
結
び
え
た
が
故
に
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
オ

ー
ス
ト
リ
ア
側
の
よ
う
な
諸
民
族
へ
の
譲
歩
と
緩
や
か
な
自
治
は
導
入
せ
ず
、
積
極
的
な
中
央
集
権
的
「
国
民
国
家
」
形
成
に
尽
力
し
た

が
、
こ
の
こ
と
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
内
ス
ラ
ヴ
民
族
迦
動
を
、
一
八
四
八
年
革
命
以
前
の
文
化
的
諸
権
利
独
得
迎
動
の
段
陪
に
ま
で
後
退
さ
せ

る
と
と
も
に
、
そ
の
弾
圧
政
策
は
、
従
来
よ
り
周
辺
諸
民
族
と
の
「
共
存
」
「
連
合
」
に
よ
っ
て
の
み
自
民
族
の
安
寧
が
あ
り
う
る
と
し

て
い
た
小
ス
ラ
ヴ
民
族
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
不
信
と
離
反
を
強
め
て
い
き
、
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
に
お
け
る
諸
民
族
の
分
離
・
独
立
へ
の

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
旧
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

七
三



以
上
の
如
く
分
析
し
て
き
た
民
族
の
「
連
邦
制
」
模
索
の
方
向
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
以
降
、
大
き
く
変
化
し
て
い
く
こ
と
と

な
る
。
何
よ
り
も
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
、
よ
り
直
接
的
に
は
、
次
期
皇
帝
フ
ラ
ン
ッ
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
卜
大
公
の
暗
殺
に
よ
り
、

フ
ラ
ン
ッ
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
卜
と
結
ん
だ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
内
改
革
派
に
よ
る
、
帝
国
の
立
悲
的
再
編
を
め
ざ
す
助
き
は
、
一
時
途
絶
え

（
４
）
世
紀
転
換
期
以
後
、
民
主
化
要
求
の
中
で
出
さ
れ
た
連
合
案
、
諸
民
族
の
共
存
案
は
、
帝
国
解
体
後
の
東
・
中
欧
諸
民
族
の
国
家

形
態
の
一
つ
の
基
礎
を
呈
示
し
た
。

こ
れ
が
大
戦
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
森
し
て
い
っ
た
の
か
を
次
に
凡
て
み
よ
う
。

基
樅
を
準
附
し
た
。

（
注
）

（
１
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
羽
場
『
史
学
雑
誌
』
論
文
参
照
。

（
２
）
Ｃ
剤
・
昌
匠
口
国
Ｃ
Ｑ
綴
・
殉
国
⑲
、
§
§
賛
ｏ
⑩
ミ
ミ
同
ｓ
ｇ
ｎ
勾
凰
§
§
い
§
且
勾
国
員
蔦
召
§
（
図
伊
・
目
・
Ｐ
ご
虞
□
・
恩
・
河
口
△
・
］
図
「
】
閂
２

ｂ
ｑ
、
璽
回
ミ
ミ
酵
戴
種
へ
⑭
等
誌
Ｄ
Ｃ
誌
②
ミ
ロ
鍾
営
・
口
・
脚
・
○
・
・
⑩
．
】
』
の
－
口
『
．

（
３
）
鈴
ン
弓
六
句
』
【
す
Ｒ
く
丙
。
［
・
巳
９
－
届
。
ｍ
・
切
巨
。
仰
己
の
い
［
・
巳
の
Ｐ
３
⑪
Ｎ
・
・
シ
・
国
・
の
㈲
、
－
の
巳
。
］
ロ
．

（
４
）
■
ン
弓
【
曰
】
三
（
［
ぐ
〆
・
〆
の
い
い
い
』
の
．
＄
←
１
ｍ
い
、
。
］
○
・
帛
黒
）
鼠
司
麗
誕
ふ
き
貝
⑭
嵜
○
因
斡
３
○
回
ｎ
ｍ
・
凶
山
国
。
－
円
い
円
心
。
Ｎ
“
、
、
の
戸
巳
の
、
勺
の
ロ
・
阻
Ｐ

ｔ

（
５
）
碆
穴
ｄ
へ
、
寿
舜
ご
Ｑ
興
亜
劃
］
Ｃ
図
秀
○
ｍ
（
Ｃ
⑤
Ｑ
科
②
呑
口
ご
ｍ
の
○
ヨ
い
へ
の
其
］
画
⑪
ロ
。
⑱
←
。
。

（
６
）
門
の
乱
の
湿
口
。
⑪
．
』
旨
貝
堕
ミ
ミ
鬮
月
（
切
純
・
向
鷺
へ
昼
ｓ
鳶
＆
「
貝
ｎ
拍
）
感
、
見
社
§
届
（
鷲
憲
冨
、
。
冒
罫
ご
口
Ｈ
ｂ
ｇ
１
Ｈ
田
ｂ
》
、
且
目
の
⑫
〔
．
］
の
『
四
・
ｍ
『
・
＄
○
一
Ｐ

（
７
）
旨
』
］
凹
口
餌
○
○
開
凹
・
砧
甸
鳥
、
貝
ご
社
欝
（
討
剴
ゴ
ミ
同
ミ
ロ
ご
ゆ
○
℃
・
日
〔
・
・
ｂ
ｂ
．
⑭
『
－
笛
．

Ⅲ
第
一
次
世
界
大
戦
下
の
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
川
腿

七
四
一
－



表２戦争中の非ハンガリー人に対する裁判

一般裁判件数徴罰瀞議未了

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

【】

ilI事裁判 件数 徴罰審議未了

出典：KendeJAI1os，AM7gyDrors2dgjSzocWde"loAr(Ｗ〃,Ｗｊｅｌ"zFlisigi

力0ﾉi/ilMjDI903-I919，Budapest，1973.82old．

七
五

全体 5477 1661 273

スロヴァキア人

セルピア人

ルーマニア人

ウクライナ人

イタリア人 Li1llilll

全体 15583 ７５４ 6274

コロジュヴァール国防裁
(クルジュ）

セゲド"

判所

プダペシュトIlj央栽判所

プダペシュト国防地方裁判所

カツシャ

(コシッツェ）

ポジヨニ

(プラチスラヴァ）

、

〃

ザグレプ’ Ulj露１１リ



０） 帝）ｉＵｉｌｒｉｌ
ｌ＄第国し第肌第
イ三のたこの一

ツの枠アの’１１の
依変組メ変手変
存化みり化迩化
が’土を力は尖は
りi１，敗の、い、
まブリウ統、ロ
るし払イ〈そシ
とスっル１１のア

、卜たソシ後、
ｽﾘ向ﾝｱ三ツ
ラト立大社ｌＩｊア
ヴフ的統会協｜
誠ス解傾三にｉＷｉリ
氏ク放に識と体
族以のよ政の制
の降呪る府IMIの
解の突一，の係ル）
放ｌｒ的新Ｉｉｌか壊
のイＩＩＪ外立らに
服ツ能交と、よ
望の性Ｌ尺ブリ
がり、をの族ラ、
lVl化示ｌＩｌ１１:１ンツ
躯とし始決スア
状オ始、の、｜
祝｜めあ呼イリ
にスたるびギの
な’、こいかり主
るりとはＩナス導
とアでポ、政に

い帝あ｜川１府よ
うｌ到るうえにる
恐の。ンて解ス
オＬリリ｜：、故ラ
か体の戦のヴ
ら化独線文民
､が 立離援族
諸Wｌが脱を解
1（白、し求放
族に 帝ため左
がな’１１１，て主
帝り内シいりIi
li1、識フ・つし
をオＫ：にたて
兇｜族力、こい
|Ｈｌスのわとた
り卜’''１つで組
姑リにてあ織
めア、参るが

（
１
）

変
化
全
と
引
き
起
こ
し
た
’

』

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
市
川
の
廊
細
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

七
六

る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ク
回
ア
チ
ア
人
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
輔
、
帝
国
内
胴
導
村
と
結
ん
で
述
那
化
、
三
取
、
四
砿
王
国
化
を
Ⅱ

指
す
動
き
に
、
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

第
二
に
、
戦
争
そ
の
も
の
は
、
民
主
主
義
的
諾
権
利
と
氏
族
日
愉
に
大
き
な
制
約
を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

特
に
、
同
じ
「
ス
ラ
グ
」
氏
族
で
あ
る
セ
ル
ピ
ァ
、
「
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
」
Ｍ
主
で
あ
る
皿
シ
ァ
ヘ
の
宜
戦
布
告
以
降
、
帝
国
内
の
セ
ル

ビ
ァ
人
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
へ
の
弾
圧
が
、
特
に
砿
部
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
独
化
さ
れ
た
．
ス
パ
イ
、
反
国
家
的
祈
勁
の
約
目
で
、
多
く
の
民
族

運
動
活
動
家
及
び
一
般
市
民
が
逮
捕
・
投
獄
さ
れ
、
軍
事
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
。
（
表
参
照
）
こ
の
こ
と
が
、
帝
国
政
府
に
対
す
る
ス
ラ

ヴ
諸
民
族
の
期
待
を
当
然
弱
め
る
結
果
を
招
い
た
。

こ
う
し
た
巾
で
、
一
九
一
七
年
、
脈
戦
気
分
と
講
和
要
求
の
商
ま
り
の
中
で
起
こ
っ
た
い
シ
ア
の
ツ
ァ
ー
リ
体
制
の
崩
壊
と
民
主
主
義

政
府
の
樹
立
、
続
く
社
会
主
義
革
命
の
勃
発
と
講
和
・
民
族
自
決
の
呼
び
か
け
は
、
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
内
の
諸
氏
族
迦
動
に
根
本
的
な



こ
れ
ら
の
変
化
は
、
一
九
一
八
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
起
こ
っ
た
。
か
か
る
状
況
の
中
で
、
チ
ェ
コ
人
、
ク
、
ア
チ
ア
人
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
人
ら
、
亡
命
政
治
活
動
家
に
よ
る
独
立
要
求
は
、
列
強
の
対
ド
イ
ツ
、
対
ロ
シ
ア
、
及
び
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秤
編
の
政
策
と
一
致
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
急
速
に
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
国
際
状
況
の
変
化
を
反
映
し
て
、
帝
国
内
の
ス
ラ
ヴ
識
氏
族
の
述
励
も
、
帝
国
解
体
の
方
向
へ
、
分
離
・
独
立
の
力
向
へ

（
２
）

と
短
期
間
で
急
激
な
展
開
を
見
せ
る
こ
と
と
な
る
。

即
ち
、
帝
国
内
部
の
民
族
運
動
が
、
分
離
・
独
立
を
表
明
し
て
い
く
の
は
、
’
九
一
八
年
春
以
降
、
中
欧
の
強
国
と
し
て
の
帝
国
の
存

在
が
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
初
に
、
独
立
の
表
明
を
行
っ
た
の
は
、
ク
回
ア
チ
ア
人
で
あ
っ
た
。

’
九
一
八
年
五
月
一
日
、
彼
ら
は
独
立
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
家
の
要
求
を
大
会
で
提
出
し
た
。
こ
れ
に
先
立
つ
一
九
一
八
年
四
月
、

Ｍ
ｌ
マ
に
お
い
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
側
内
の
氏
族
大
会
が
開
か
れ
、
こ
こ
で
は
帝
国
か
ら
分
離
し
て
独
立
旧
家
を
要
求
す
る
こ
と
が
主
張

（
３
）

さ
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
領
土
要
求
に
対
抗
し
つ
つ
、
こ
の
主
張
を
推
進
し
た
の
は
ト
ル
ム
ビ
ッ
チ
（
Ｂ
Ｂ
Ｂ
耳
か
）
し
ロ
【
の
）
で
あ
っ
た
。

一
九
一
八
年
九
月
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
、
被
抑
圧
民
族
の
社
会
主
義
者
国
際
大
会
が
開
催
さ
れ
、
こ
こ
に
参
加
し
た
ル
ー
マ
ニ

ア
人
ポ
ル
テ
シ
ュ
（
、
○
円
の
翅
）
閂
・
ロ
）
は
、
被
抑
圧
氏
族
の
労
働
者
が
資
本
家
と
異
氏
族
と
の
二
政
の
抑
圧
の
下
に
あ
る
こ
と
を
蚊
調
し
、

（
４
）

そ
の
後
、
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
の
民
族
党
と
結
ん
で
民
族
会
議
を
形
成
し
、
分
離
を
準
備
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
社
会
主
義
者
と
民

族
主
義
者
の
共
同
に
よ
る
分
離
・
独
立
へ
の
方
向
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
八
年
一
○
月
に
は
、
ザ
グ
レ
プ
で
、
南
ス
ラ
ヴ
民
族
主
義
者
大
会
が
附
か
れ
、
こ
こ
で
新
し
い
南
ス
ラ
ヴ
国
家
の
臨
時
政
府
形

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題
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。



ま
た
ス
画
ヴ
ァ
キ
ア
で
も
、
一
九
一
八
年
一
○
月
一
一
一
○
Ⅱ
、
マ
ル
テ
ィ
ン
に
お
い
て
「
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
族
会
議
（
の
一
○
ぐ
目
⑪
颪

Ｂ
Ｈ
ｏ
Ｂ
防
同
且
回
）
」
が
樹
立
さ
れ
て
、
ス
四
ヴ
ァ
キ
ア
の
分
離
・
自
決
を
立
言
し
た
。
三
一
Ⅱ
、
大
会
に
参
加
し
た
ホ
ッ
ジ
ャ
は
チ
ェ
コ

（
６
）

と
の
〈
、
同
を
提
案
し
、
採
択
さ
れ
た
。

但
し
、
か
か
る
分
離
宣
言
は
、
そ
の
民
族
の
最
終
的
な
帰
属
の
あ
り
方
、
国
家
形
態
を
も
決
定
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
は
、

弧
調
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
内
部
に
も
、
分
離
後
の
自
民
族
の
国
家
形
態
に
つ
い
て
は
、
航
北
の
選
択
肢
が
存
在
し
て

ま
ず
ク
ｕ
ア
チ
ァ
人
に
関
し
て
言
え
ば
、
亡
命
政
桁
家
ト
ル
ム
ビ
ッ
チ
は
セ
ル
ビ
ア
と
の
同
椛
を
銚
礎
と
し
た
南
ス
ラ
ヴ
国
家
形
成
を

目
指
し
て
い
た
が
、
い
か
な
る
連
邦
国
家
を
形
成
す
る
か
に
閲
し
て
は
、
ク
回
ア
チ
ア
農
民
党
の
ラ
デ
ィ
ッ
チ
と
セ
ル
ピ
ア
の
外
柵
パ
シ

（
７
）

ツ
チ
（
刃
勘
、
Ｚ
房
○
一
回
）
と
の
川
に
は
、
大
き
な
く
い
述
い
が
存
在
し
て
い
た
、

就
中
、
ラ
デ
ィ
ッ
チ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
ま
で
、
三
甑
王
国
化
を
要
求
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
「
バ
ル
カ
ン
と
の
同
盟
」
よ
り

も
ク
ロ
ァ
チ
ァ
の
経
済
・
社
会
改
良
に
関
心
を
払
っ
て
い
た
。
特
に
、
大
上
地
所
右
制
の
解
体
と
、
土
地
改
革
に
よ
る
ク
ロ
ァ
チ
ァ
農
民

の
生
派
向
上
、
そ
れ
を
咄
樅
と
し
た
膿
木
的
な
既
か
な
ク
Ⅶ
ア
チ
ア
社
会
が
彼
の
Ⅱ
脂
十
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
彼
は
連
邦
化
構
想
に
関
心
を
抱
く
こ
と
と
な
る
が
、
彼
の
、
し
た
連
邦
国
家
は
、
ト
ル
ム
ピ
ッ
チ
の
如
く
、
西
欧
列
強
と
結

成
の
要
求
が
出
さ
れ
、
独
立
は
直
接
の
Ｈ
秘
に
の
ぼ
る
こ
と
と
な
る
。

他
力
、
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
で
は
、
土
地
・
経
済
の
社
会
化
が
社
会
主
義
者
に
よ
っ
て
叫
ば
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
も
、
一
九
一
八
年
一

○
月
二
日
、
ス
ポ
テ
ィ
ッ
ァ
（
の
８
．
回
８
》
サ
パ
ト
カ
の
Ｂ
・
且
百
）
に
お
い
て
、
ク
ロ
ア
チ
ア
人
、
セ
ル
ピ
ア
人
の
自
決
を
主
張
す
る
に

亜っ（樫。

い

た
。

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
脆
族
問
題
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ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
政
治
の
中
に
一
定
の
外
交
的
役
割
を
も
っ
て
位
置
付
け
ら
れ
た
南
ス
ラ
ヴ
連
邦
国
家
で
は
な
く
、
農

民
リ
ー
ダ
ー
に
導
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
治
単
位
を
も
っ
た
南
ス
ラ
ヴ
連
邦
国
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
南
ス
ラ
ヴ
」
連
邦
国
家
に
は
、
セ

ル
ビ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
み
な
ら
ず
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
も
包
摂
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
ま
た
将
来
的
に

（
８
）

は
、
エ
ー
ゲ
海
、
パ
ル
ト
海
に
も
拡
げ
ら
れ
る
構
想
を
示
し
て
い
た
。

か
か
る
点
で
は
、
ラ
デ
ィ
ッ
チ
の
述
邦
構
想
は
、
国
際
政
冷
と
の
側
係
に
お
い
て
南
ス
ラ
ヴ
が
い
か
な
る
位
世
を
占
め
る
か
と
い
う
こ

と
よ
り
も
、
「
農
民
党
」
的
国
家
の
机
互
協
力
関
係
と
い
う
形
で
内
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
国
際
政
治
を
に
ら
ん

で
歴
史
の
動
静
を
見
抜
き
、
列
強
の
支
持
を
取
り
付
け
た
亡
命
政
治
家
の
実
行
力
を
凌
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
他

力
で
、
こ
の
「
農
民
的
統
一
性
」
の
視
角
は
、
亡
命
政
胎
家
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ス
ラ
ヴ
民
族
主
義
を
こ
え
て
、
ま
さ
に
の
Ｈ
の
ｇ

】
日
の
Ｈ
ｇ
は
○
日
］
と
し
て
拡
が
る
可
能
性
を
も
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
八
年
一
一
月
二
四
日
、
ラ
デ
ィ
ッ
チ
は
ザ
グ
レ
ブ
の
民
族
議
会
に
お
い
て
、
平
等
に
基
づ
く
連
邦
制
の
保
証
の
な
い
セ
ル
ピ
ア

と
の
統
一
に
、
唯
一
人
反
対
の
表
明
を
行
っ
た
。
同
時
期
に
柵
樅
さ
れ
た
、
三
○
○
○
人
の
ク
Ⅶ
ア
チ
ア
農
民
党
代
表
の
集
会
に
お
い
て

も
、
セ
ル
ピ
ア
と
の
統
一
を
採
択
し
た
氏
族
議
会
の
決
定
は
否
決
さ
れ
た
。

最
終
的
に
、
「
コ
ル
フ
宣
言
」
を
基
礎
と
し
た
、
パ
シ
ッ
チ
Ⅱ
ト
ル
ム
ピ
ッ
チ
の
妥
協
に
基
づ
き
、
カ
ラ
ジ
ョ
ル
ジ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
王
朝

の
下
、
セ
ル
ポ
・
ク
Ⅳ
ア
ー
ト
・
ス
卿
ヴ
ェ
ー
ヌ
王
国
樹
立
が
立
言
さ
れ
て
以
一
降
も
、
ラ
デ
ィ
ッ
チ
を
中
心
と
す
る
ク
ロ
ア
チ
ア
農
阯
党

は
、
南
ス
ラ
ヴ
連
邦
と
独
立
ク
ロ
ア
チ
ア
（
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
を
含
む
）
の
綱
領
を
採
択
し
、
独
立
の
憲
法
、
議
会
を
持
つ
「
中
立
の
ク
ロ

（
９
）

ア
チ
ア
農
民
共
和
国
」
を
掲
げ
て
、
協
商
国
に
も
要
求
を
提
出
し
て
行
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

Ｉ
も

同
様
の
こ
と
が
ス
、
ヴ
ァ
キ
ア
人
の
川
に
も
見
ら
れ
た
。
即
ち
、
チ
ェ
コ
と
の
完
全
な
〈
川
同
を
望
む
シ
ュ
Ⅶ
バ
ー
ル
（
の
【
○
ヶ
ロ
『
〉

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題
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ホ
ッ
ジ
ャ
は
、
先
に
も
述
ぺ
た
『
諸
民
族
の
連
邦
（
ｎ
ｏ
Ｂ
Ｂ
ｏ
ｐ
三
の
口
」
ｓ
ｏ
席
Ｚ
目
○
口
⑪
）
』
の
理
念
に
船
づ
き
、
「
独
立
」
宣
言
以
後
も
、

旧
帝
国
内
の
周
辺
諸
民
族
と
の
共
同
（
８
－
８
の
３
口
・
ロ
）
に
よ
る
国
家
建
設
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
、
小
国
が
勢
力
均
衡

（
ｇ
］
：
、
の
。
【
【
・
『
８
の
）
の
叩
で
無
視
で
き
な
い
存
在
と
な
る
た
め
に
は
、
小
国
が
共
同
し
て
あ
た
る
必
喚
が
あ
る
、
と
考
え
、
そ
の
限

（
川
）

リ
で
は
、
チ
ェ
コ
の
み
な
ら
ず
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
も
、
此
加
の
利
諜
に
挑
づ
き
共
同
十
る
可
能
性
を
券
雌
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ル
ー
マ
ニ
ア
人
に
つ
い
て
も
、
氏
族
党
の
ボ
ブ
Ⅱ
チ
チ
オ
（
勺
・
ロ
‐
Ｑ
Ｂ
Ｃ
》
い
［
瓜
：
）
ら
と
、
社
会
民
主
主
義
打
の
イ
サ
ク
（
門
田
ｎ
．

岡
目
一
）
、
ワ
ル
エ
ラ
シ
ュ
（
国
口
の
日
や
》
閂
。
。
）
と
の
川
に
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
王
脚
と
の
完
全
な
無
条
件
合
同
か
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
政
体
の
尺

兆
兆
錠
化
と
い
う
条
件
の
下
で
の
合
同
か
、
と
い
う
、
決
定
的
な
違
い
が
存
在
し
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ア
一
一
γ
の
ル

ー
マ
ニ
ア
人
民
衆
の
統
一
要
求
及
び
反
ハ
ン
ガ
リ
ー
氏
族
愈
識
の
刑
ま
り
の
中
で
、
社
会
氏
兆
兆
挺
打
ち
は
、
雌
終
的
に
は
、
氏
族
党
に

（
Ⅱ
）

率
い
ら
れ
る
乢
衆
の
流
れ
に
仰
さ
れ
て
、
仙
州
条
件
統
一
を
支
持
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
如
く
、
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
、
一
九
一
八
年
春
ｌ
夏
以
降
に
か
け
て
、
帝
国
内
諾
民
族
は
、
急
速
に
諸
民
族
の
連
邦

制
か
ら
分
離
・
独
立
の
方
向
に
移
っ
て
い
く
が
、
分
離
宣
言
以
降
も
、
新
国
家
の
方
針
は
極
々
の
対
立
と
問
題
を
孕
ん
で
い
た
と
同
時
に
、

必
ず
し
も
現
在
見
ら
れ
る
側
境
線
と
国
家
形
態
が
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
ク
、

ア
チ
ア
人
に
つ
い
て
も
、
ス
皿
ヴ
ァ
キ
ア
人
に
つ
い
て
も
、
セ
ル
ピ
ア
人
あ
る
い
は
チ
ェ
コ
人
以
外
の
諾
氏
族
と
の
共
存
・
連
合
の
下
に
、

日
民
族
の
安
定
化
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ハ
ン
ガ
リ
１
人
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
ら
と
の
共
存
も
未
だ
模
索
さ
れ
続
け
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
妓
終
的
に
不
可
能
に
し
た
の
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
領
土
保
全
の
固
執
、
世
紀
転
換
期
の
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
化
」
政
策

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
両
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

八
○

ぐ
ロ
く
１
口
の
。
）
派
に
対
し
、
よ
り
妥
協
的
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
側
か
ら
の
譲
歩
に
対
し
て
も
関
心
を
払
い
続
け
て
い
た
の
は
や
は
り
農
民
党

く
ロ
く
１
月
。
）
派
に
対
し
、

の
ホ
ッ
ジ
ャ
で
あ
っ
た
。



か
ら
く
る
諸
民
族
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
に
対
す
る
不
信
、
加
え
て
、
周
辺
諸
民
族
の
軍
事
的
介
入
と
列
強
の
圧
力
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ

の
点
に
つ
い
て
、
最
後
に
考
察
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

（
７
）
一
九
一
八
年
燕
～
秋
に
か
け
て
の
ラ
デ
ィ
ッ
チ
、
パ
シ
ッ
チ
の
国
家
構
想
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
・
］
：
穴
・
ぐ
一
Ｃ
ｌ
国
・
尻
『
唇
日
：
．
Ｑ
８
画
・

乳
ご
ミ
ミ
旨
」
畠
○
駒
－
８
§
い
ぎ
今
州
口
：
．
ご
局
・
国
の
○
日
目
・
』
の
①
一
・
⑭
ｑ
・
」
ヨ
ー
ー
』
『
、
．
い
い
⑪
Ｉ
困
少
四
℃
い
‐
患
の
・
凸
い
‐
と
、
・
を
参
照
。

（
５
）
尻
α

（
６
）
爽
。

】
Ｃ
］
ｏ
－
Ｑ
Ｄ

（
注
）

（
１
）
一
九
一
七
’
一
八
年
に
お
け
る
国
際
政
治
の
転
換
と
、
そ
れ
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
内
諾
民
族
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
シ
日
・
］
・

富
ど
の
『
・
刀
）
辱
§
（
○
弐
喧
慧
駒
旦
暮
Ｅ
こ
§
ｂ
は
ご
）
§
Ｑ
》
ご
ヨ
ー
』
ｂ
局
・
５
－
の
ご
日
ぐ
・
勺
思
い
の
．
』
①
＄
・
『
ウ
ィ
ル
ソ
ン
対
レ
ー
一
一
ン
、
新
外
交
の
政

治
的
起
源
、
一
九
一
七
’
一
九
一
八
』
瑞
波
現
代
選
蒋
、
－
１
Ⅱ
、
一
九
八
三
。
）
及
び
、
、
。
曾
厨
§
且
口
蔦
：
Ｃ
ａ
刀
自
§
百
迂
菖
囚

ｎ
ｏ
ミ
ミ
ミ
鳥
ミ
目
旦
、
。
§
肴
鄭
§
。
（
貝
ご
韓
ミ
マ
、
ｑ
吻
旦
辱
め
・
』
巴
⑪
ｌ
】
①
】
や
．
ｚ
ｇ
向
く
○
『
〆
』
⑪
の
『
．
と
参
照
。

（
２
）
こ
の
過
腿
に
つ
い
て
の
国
内
・
国
外
の
識
氏
族
述
動
の
（
チ
ェ
コ
中
心
で
は
あ
る
が
）
詳
細
な
研
究
に
つ
い
て
は
、
凶
・
少
・
国
・
院
３
目
・

司
奇
、
『
§
か
－
§
旦
暮
⑮
画
８
８
§
『
両
、
§
：
Ｈ
ｂ
属
‐
ご
昌
聾
切
曾
ら
（
ミ
く
ミ
ミ
ロ
（
Ｑ
員
切
・
§
（
罰
８
．
（
員
ざ
菖
．
Ｚ
の
一
ど
く
。
『
宍
・
」
し
『
『
・
を
参
照
。

（
３
）
口
日
一
ｑ
】
）
の
Ｃ
）
。
＆
）
の
ぐ
】
Ｃ
『
鳶
○
日
ミ
ョ
ミ
ミ
虞
、
。
：
ご
旨
・
巳
』
令
Ｉ
ご
』
四
・
口
日
く
．
。
【
ｎ
口
］
５
９
－
．
．
Ｃ
凹
罵
・
日
一
Ｐ
巳
司
の
も
つ
・
Ｓ
Ｉ
Ｂ
．

（
４
）
少
一
・
勺
・
列
》
８
目
》
属
目
〕
濡
口
ｎ
８
ｇ
ロ
ゴ
Ｑ
８
Ｈ
８
②
８
や
｛
⑰
。
Ｑ
四
一
厨
＆
□
】
ロ
弓
『
：
⑫
一
一
く
目
厨
ｂ
２
ｐ
Ｐ
目
月
忌
．
ご
□
②
鳳
葛
『
｝
鷺
ロ
ミ
ョ
＆
べ
斡
骨
，

『
貝
員
斡
口
（
一
目
貝
『
ｓ
討
身
》
ロ
斡
等
“
ロ
ロ
ィ
●
ｐ
輔
い
轌
旨
斡
民
軋
貝
鳥
３
８
宛
ｓ
凰
試
Ｑ
ご
叩
巨
ロ
・
別
の
□
口
。
》
旨
冨
］
『
ｏ
ｐ
ｎ
ｏ
ｐ
⑫
日
日
ざ
①
叩
の
色
や
一
ｍ
［
の
甘
口
勺
口
い
ｎ
Ｆ

ｍ
ｐ
ｎ
ｐ
『
⑮
稗
〕
）
〕
Ｃ
の
Ｐ
Ｄ
・
心
①
四
・

（
５
）
尻
α
く
い
晩
。
Ｐ
勝
瞭
ざ
・
』
ミ
ロ
嫡
冨
ミ
ミ
周
回
廻
回
』
（
鷺
へ
８
号
。
ご
局
Ｉ
』
や
－
。
§
。
、
宮
・
弾
勺
の
⑪
［
．
こ
の
吟
３
１
つ
一
○
一
Ｑ
・

く

（
６
）
」
豆
鳥
Ｓ
烏
｝
§
。
§
＆
§
３
百
鳶
：
庶
愛
貧
⑳
［
『
・
廸
忠
・
冒
廻
ロ
ミ
蔚
持
ご
く
§
§
》
ぐ
臼
息
［
．
】
①
］
、
‐
〕
む
ち
国
口
目
□
の
の
［
・
】
ｃ
『
⑪
．

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題
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ハ
ン
ガ
リ
ー
新
政
府
は
、
民
族
杣
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
急
進
党
党
廿
の
ヤ
ー
シ
を
す
え
、
諸
氏
族
と
の
折
衝
を
附
始
し
た
。
ヤ
ー
シ
は
、
帝

国
解
体
寸
前
に
、
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
将
来
と
ド
ナ
ウ
合
衆
国
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
箸
作
に
お
い
て
、
帝
囚
の
民
主
主
義
的
再
編
の
ア
ゥ

妓
後
に
、
帝
囚
解
体
後
、
革
命
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
識
民
族
と
の
関
係
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

〈
ｌ
〉
ハ
ン
ガ
リ
ー
民
主
主
義
赦
命
政
権
と
識
民
族

一
九
一
八
年
一
○
几
三
○
Ⅱ
、
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
は
解
体
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
カ
ー
Ｍ
イ
（
鼠
日
冒
・
冨
房
叫
々
）
を
甘
班
と
す

る
民
主
主
義
球
命
が
勝
利
し
た
。

（
８
）
ｒ
、
。
⑫
厨
く
臥
口
口
○
い
・
ロ
ロ
辱
口
誌
困
甸
旦
国
貝
ご
誌
・
。
ご
・
ｑ
詮
・
・
ロ
・
巴
傘
．

（
９
）
Ｃ
】
曰
】
ａ
］
の
Ｏ
）
○
且
の
く
行
・
目
⑩
Ｑ
§
８
蔑
旦
唇
、
。
：
§
．
。
、
．
○
詮
・
・
つ
つ
．
】
沼
１
局
⑩
．
Ｆ
・
⑫
．
、
Ｂ
『
凶
：
。
⑫
．
８
．
２
．
６
℃
。
⑬
】
ｆ
巴
、
．

（
皿
）
三
】
街
口
餌
。
。
暦
。
、
付
回
国
日
ｓ
討
（
凶
、
、
貫
日
（
向
鍾
、
。
ご
Ｑ
壱
○
℃
・
ロ
ペ
・
・
ロ
ロ
・
『
←
１
乱
．

（
Ⅲ
）
冨
吋
。
。
ｎ
・
ロ
⑩
Ｂ
ｐ
ｐ
ｐ
の
⑭
８
・
ヨ
シ
２
口
一
目
】
臥
浄
・
胃
：
、
の
３
ヶ
己
の
』
巴
囚
．
．
ご
□
恩
ｓ
ゴ
ミ
・
§
鷺
＆
「
錘
吻
ミ
ミ
ミ
目
へ
》
§
貝
『
ｓ
罰
§
８
．
（
旨

Ｉ
←
】
⑭
。
《
し
□
の
ご
坤
日
］
》
日
ロ
ｍ
一
句
ロ
ロ
伊
臥
の
巳
】
Ｃ
》
、
式
（
場
ロ
ョ
§
＆
ヘ
ミ
③
８
８
鷺
物
Ｃ
ａ
貝
轡
＆
且
旨
宛
ｓ
菖
鼠
圓
冒
⑩
口
日
日
一
月
⑭
日
昌
三
⑪
８
１
，
の
辺１
４

⑭
ｏ
ｏ
Ｅ
Ｉ
ｂ
・
』
嵐
：
ロ
の
ロ
㈹
冒
囲
ｐ
ｎ
・
巳
勺
・
○
”
・
・
ぐ
○
一
・
砂
・
ロ
ロ
ｎ
日
の
や
【
】
・
】
①
曰
・
ロ
ロ
・
『
、
－
『
の
。
こ
の
側
脳
に
附
し
て
は
、
拙
稿
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
に

お
け
る
ル
ー
マ
ー
ー
ァ
人
少
数
民
族
間
脳
」
『
川
際
側
係
学
研
究
』
（
沌
川
塾
大
学
）
、
一
九
八
四
年
、
三
川
、
第
一
○
吟
、
七
一
’
七
三
両
参
照
。

Ⅳ
ハ
ン
ガ
リ
ー
赦
命
期
に
お
け
る
国
家
再
編
の
妓
後
の
試
み

一
九
一
八
年
・
秋
’
一
九
一
九
年
・
券

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
側
の
阿
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

八

二



一
九
一
八
年
一
○
月
三
○
日
’
三
一
日
に
設
立
さ
れ
た
ス
血
ヴ
ァ
キ
ア
民
族
会
議
は
、
チ
ェ
コ
の
民
族
会
議
に
な
ら
っ
て
分
離
の
宣
言

を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
一
降
も
、
彼
ら
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
に
お
け
る
秩
序
回
復
と
私
的
所
有
を
守
る
た
め
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
政
権

の
行
政
組
織
を
支
持
し
、
連
動
し
つ
つ
活
動
し
て
い
た
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
族
会
議
の
活
動
は
、
雑
木
的
に
は
、
チ
ェ
コ
と
結
ん
で
国
家

を
形
成
す
る
と
い
う
方
向
を
と
っ
て
い
た
が
、
一
部
［
特
に
束
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
］
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
政
府
筋
の
支
援
の
下
に
、
独
立

し
た
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
及
び
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
人
氏
共
和
国
の
構
想
が
宣
伝
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
民
族
会
議
の
プ
ラ

ハ
在
住
メ
ン
バ
ー
は
脅
威
を
感
じ
、
プ
ラ
ハ
の
民
族
委
員
会
に
対
し
、
兵
を
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
送
り
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
の
住
む
傲
士
を

．
占
領
す
る
よ
う
訴
え
た
。
そ
の
結
果
、
ソ
コ
ル
（
陣
）
百
］
）
の
メ
ン
バ
ー
ら
か
ら
な
る
碓
隊
が
、
ス
ｕ
ヴ
ァ
キ
ア
に
派
兵
さ
れ
、
一
九
一

八
年
一
一
月
五
日
、
シ
ュ
ロ
パ
ー
ル
の
指
導
の
下
に
、
チ
ェ
コ
と
の
国
境
都
市
で
あ
る
ス
カ
リ
ッ
ァ
（
の
穴
農
８
》
サ
コ
ル
ッ
ァ
の
日
穴
？

』
８
）
に
、
臨
時
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
。

臨
時
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
政
府
は
、
国
境
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
政
府
と
対
立
し
た
が
、
他
方
、
ホ
ッ
ジ
ャ
は
、
こ
れ
と
は

若
干
異
な
っ
た
行
動
を
と
っ
た
。

ト
ラ
イ
ン
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
解
体
後
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
東
欧
の
ス
イ
ス
と
す
る
、
と
い
う
「
束
の
ス
イ
ス
」
構
想
に
よ
り
、
地
域

（
１
）

自
治
を
基
盤
と
し
た
民
主
国
家
の
実
現
を
め
ざ
し
て
諸
民
族
と
の
交
渉
に
当
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
も
東
欧
の
民
主
主
義
者
に
よ

る
、
ア
メ
リ
カ
型
、
ス
イ
ス
型
連
邦
制
へ
の
高
い
評
価
が
窺
え
る
が
、
実
際
に
は
、
こ
の
計
画
が
、
一
、
○
○
○
年
続
い
た
ハ
ン
ガ
リ
ー

王
国
領
土
の
枠
組
み
を
崩
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
諸
民
族
と
の
歩
み
寄
り
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
ス
脚
ヴ
ァ
キ
ア
人
か
ら
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
ス
脚
ヴ
ァ
キ
ア

（
１
）
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
比
族
問
題

八
＝
￣



ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
祁
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

八
四

一
一
Ⅱ
終
わ
り
、
ホ
ッ
ジ
ャ
、
続
い
て
ス
回
ヴ
ァ
キ
ア
氏
族
会
議
の
代
表
が
、
ブ
ダ
ペ
シ
ュ
ト
に
到
諦
し
、
か
れ
ら
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
革

命
政
府
に
対
し
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
行
政
官
の
解
任
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
軍
の
撤
退
、
食
糧
供
給
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
領
士

の
秩
序
回
復
、
等
に
つ
い
て
、
提
案
を
行
っ
た
。

ホ
ッ
ジ
ャ
は
、
民
主
主
義
革
命
政
府
民
族
机
の
ヤ
ー
シ
と
の
会
談
の
中
で
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
領
土
に
お
け
る
広
大
な
自
胎
樅
、
行
政
・

秩
序
維
持
の
国
民
防
衛
隊
を
含
む
主
権
を
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
民
族
会
議
に
与
え
る
こ
と
、
自
治
地
域
で
は
、
独
自
の
民
族
議
会
を
選
出
し
、

（
２
）

共
側
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ス
ぃ
ヴ
ァ
キ
ア
人
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
民
族
議
会
及
び
国
民
議
会
の
代
表
が
話
し
〈
、
う
こ
と
を
要
求
し
た
。

こ
れ
は
ホ
ッ
ジ
ャ
が
、
チ
ェ
コ
ス
、
ヴ
ア
キ
ァ
躯
の
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
地
域
に
お
け
る
影
響
力
の
不
砿
定
さ
か
ら
、
独
自
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

の
カ
ー
ロ
イ
政
権
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
を
保
証
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ホ
ッ
ジ
ャ
の
考
え
で
は
、
ス
ロ
ヴ

ァ
キ
ァ
に
と
っ
て
、
チ
ェ
コ
お
よ
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
「
共
存
」
は
、
同
程
度
で
は
な
い
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
忠

し
か
し
交
渉
は
、
最
終
段
階
で
決
裂
し
た
。

一
九
一
八
年
一
一
月
三
○
日
、
チ
ェ
コ
政
府
は
ホ
ッ
ジ
ャ
の
行
為
を
批
判
し
、
公
式
の
行
動
と
し
て
認
知
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。

こ
れ
は
、
協
商
脚
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
、
一
二
月
三
Ｈ
に
は
、
ヴ
ィ
ク
ス
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
球
命
政
府
は
、
緑
蒋
な
く
叩
を
ス
Ⅶ
ヴ
ァ

キ
ァ
か
ら
撤
退
さ
せ
る
べ
し
、
と
い
う
、
フ
ラ
ン
シ
ェ
Ⅱ
デ
ス
．
ヘ
レ
の
覚
書
の
実
行
を
迫
っ
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
は
、
こ
れ
を
承
認
せ

（
３
）

ざ
る
を
え
ず
、
一
二
月
六
日
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
代
表
ホ
ッ
ジ
ャ
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
代
表
パ
ル
タ
（
因
ロ
瓜
口
・
シ
ー
ワ
の
『
〔
）
軍
事
大
臣
は
、
臨
時
中

立
地
域
設
定
に
つ
い
て
協
定
を
締
結
し
た
。
し
か
し
プ
ラ
ハ
の
チ
ェ
コ
政
府
は
、
こ
れ
を
も
無
効
と
見
な
し
、
一
二
月
二
三
Ⅱ
、
や
ハ
リ
で

は
チ
ェ
コ
の
要
請
に
基
づ
き
、
よ
り
南
部
に
国
境
線
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
に
よ
り
、
新
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
領

わ
れ
た
の
で
あ
る
。



次
に
セ
ル
ビ
ァ
人
の
動
向
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
は
、
カ
ー
回
イ
政
権
が
分
離
を
認
め
な
か
っ
た
地
域
で
あ
っ
た

が
、
こ
こ
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
国
民
会
議
、
セ
ル
ピ
ァ
人
、
ド
イ
ツ
人
の
民
族
会
議
は
協
力
し
て
秩
序
回
復
、
「
生
活
と
財
灘
の
保

障
」
に
あ
た
り
、
革
命
運
動
の
鎮
圧
に
尽
力
し
た
。
し
か
し
、
一
九
一
八
年
二
月
七
日
’
’
六
日
に
か
け
て
、
セ
ル
ピ
ア
軍
が
ヴ
ォ
イ

ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
に
侵
入
し
て
以
降
は
、
こ
の
地
域
は
、
セ
ル
ビ
ァ
班
に
よ
っ
て
秩
序
回
復
が
Ⅱ
脂
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
白
い
鷲

（
句
：
町
田
⑫
）
」
を
掲
げ
た
セ
ル
ビ
ァ
叩
の
兵
士
途
は
ま
た
、
ハ
ン
〃
リ
ー
行
政
向
の
追
放
、
駆
逐
を
も
附
始
し
た
た
め
、
ハ
ン
〃
リ
ー

政
府
と
敵
対
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、

カ
ー
回
イ
政
府
は
、
二
Ⅱ
二
一
日
、
フ
ラ
ン
シ
ェ
Ⅱ
デ
ス
．
ヘ
レ
に
、
セ
ル
ビ
ア
脈
の
行
為
を
抑
劾
し
た
が
、
サ
ロ
ニ
カ
の
フ
ラ
ン
ス

班
司
令
部
か
ら
は
返
梓
が
な
く
、
セ
ル
ピ
ァ
政
府
は
、
休
戦
協
定
以
前
に
セ
ル
ビ
ァ
氷
が
占
領
を
行
っ
た
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
地
域
は
セ

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
圧
族
間
脳

八
瓦

士
内
に
は
、
余
人
川
の
一
一
七
’
八
％
（
一
九
一
○
、
及
び
一
九
年
人
Ⅱ
統
計
）
を
●
占
め
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
が
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
（
樫
。

以
上
の
如
く
、
ス
ｕ
ヴ
ァ
キ
ァ
で
は
分
離
宜
一
高
後
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
共
存
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
こ
の
試

み
は
ま
さ
に
、
協
商
国
と
よ
り
弧
力
な
近
隣
氏
族
、
チ
ェ
コ
人
に
よ
っ
て
、
肋
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
一
八
年
二
一
几
’
一
九
一
九
年
一
几
に
お
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
躯
の
ス
回
ヴ
ァ
キ
ア
か
ら
の
撤
退
、
チ
ェ
コ
班
の
進
入
と
平
行
す
る

形
で
、
一
九
一
八
年
一
二
月
一
○
Ⅱ
、
マ
ル
テ
ィ
ン
の
北
の
都
市
、
ジ
リ
ナ
（
目
ご
ロ
叩
ジ
ョ
ル
ナ
臼
⑪
。
一
目
）
に
お
い
て
、
ス
Ⅶ
ヴ
ァ
キ

ァ
政
府
が
、
シ
ュ
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
脂
郵
下
に
樹
立
さ
れ
た
。
こ
の
政
府
は
、
一
九
一
九
年
二
川
四
Ⅱ
、
プ
ラ
チ
ス
ラ
ヴ
ァ
に
遜
都
し
た
。

シ
ュ
ロ
ヴ
ア
ー
ル
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
政
府
を
、
チ
ェ
コ
ス
ぃ
ヴ
ァ
キ
ア
政
府
樹
立
の
礎
打
、
ス
皿
ヴ
ァ
キ
ア
の
秩
序
回
復
を
保
障
す
る

も
の
と
し
て
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
セ
ル
ピ
ア
人



ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

八
六

（
５
）

ル
ピ
ア
の
行
政
領
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。

一
九
一
八
年
一
一
月
二
五
日
、
ウ
ー
イ
ヴ
ィ
デ
ー
ク
に
お
い
て
、
ウ
ー
イ
ヴ
ィ
デ
ー
ク
の
セ
ル
ピ
ア
民
族
委
員
会
を
中
心
に
、
ヴ
ォ
イ

ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
の
民
族
集
会
（
の
丙
戸
℃
の
［
旨
口
）
が
開
か
れ
た
。
ト
ミ
ッ
チ
（
弓
・
日
獄
．
］
口
田
）
を
指
導
者
と
し
、
七
五
七
名
の
代
表
が
集
ま
っ

た
こ
の
集
会
で
は
、
次
の
一
一
つ
の
決
議
が
な
さ
れ
た
。

（
１
）
人
民
の
自
決
権
に
基
づ
き
、
パ
ナ
ー
ト
、
パ
ー
チ
カ
、
バ
ラ
ニ
ャ
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
分
離
す
る
。

（
２
）
セ
ル
ビ
ア
王
国
と
合
同
す
る
。

こ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
、
彼
ら
は
五
○
名
か
ら
な
る
民
族
会
議
（
ｚ
日
・
ロ
日
田
ぐ
の
【
）
を
選
出
し
、
行
政
管
理
は
、
民
族
執
行
委
員
会

（
６
）

（
ｚ
日
ｏ
９
５
Ｐ
ｂ
Ｈ
四
ぐ
口
）
が
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
セ
ル
ピ
ア
の
民
族
運
動
を
二
分
し
て
い
た
民
族
主
義
グ
ル
ー
プ
と
民
主
主
義
グ
ル
ー
プ
の
間
に
お
い
て
、
前
者
の
方

針
が
受
諾
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
民
主
主
義
者
が
主
張
し
て
い
た
ヴ
ォ
イ
ヴ
ォ
デ
ィ
ナ
の
よ
り
広
範
な
自
治
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
平
和

的
共
同
生
活
の
方
針
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
。
ヴ
オ
イ
ヴ
オ
デ
ィ
ナ
の
セ
ル
ピ
ア
人
地
域
で
は
、
ヤ
ー
シ
の
「
東
の
ス
イ
ス
」
構
想
と
の
話

し
合
い
が
行
わ
れ
る
前
に
、
彼
ら
は
分
離
と
い
う
結
論
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
ル
テ
ニ
ア
人
、
ド
イ
ツ
人
の
動
き

カ
ー
ロ
イ
政
権
下
で
の
ヤ
ー
シ
の
民
族
政
策
は
、
カ
ル
パ
チ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
西
部
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ド
イ
ツ
人
の
間
に
は
一
定
の
成

（
７
）

果
を
ｊ
ｂ
た
ら
し
た
。

ガ
リ
ッ
ィ
ァ
に
は
西
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
（
ｚ
冒
循
貝
ｌ
ご
穴
３
口
【
９
ｓ
『
⑪
回
凪
、
）
が
樹
立
さ
れ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
国
境
を
越
え
よ
う
と

す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
、
ル
ー
マ
ニ
ア
軍
、
後
に
ロ
シ
ア
軍
と
戦
い
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
を
防
衛
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
一
部
は
、
チ
ェ
コ



一
九
一
八
年
一
二
月
一
○
日
に
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
の
主
催
で
、
ル
テ
ニ
ァ
人
指
導
者
の
大
会
が
プ
ダ
．
ヘ
シ
ュ
ト
で
開
催
さ
れ
、
こ

れ
に
躯
づ
き
、
一
二
Ⅱ
一
一
五
Ⅱ
に
は
、
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
住
む
ル
テ
ニ
ア
氏
族
の
ｎ
桁
」
に
関
す
る
法
祁
が
採
択
さ
れ
た
。
即
ち
、
一
九

一
八
年
第
一
○
蹄
法
で
は
、
ル
テ
ー
ー
ァ
人
の
行
政
、
司
法
、
教
育
、
文
化
、
宗
教
、
一
百
荊
仙
川
に
関
す
る
同
流
樅
力
が
保
障
さ
れ
、
マ
ー

ラ
マ
Ⅶ
シ
ュ
、
ウ
ゴ
チ
ャ
、
ベ
レ
グ
、
ウ
ン
グ
諦
肌
の
ル
テ
ニ
ァ
入
居
化
地
域
に
お
い
て
、
ル
テ
ニ
ア
人
地
区
（
河
口
関
百
－
【
日
）
目
）
と

い
う
自
治
権
領
域
（
ｇ
８
８
Ｂ
－
さ
、
［
の
己
一
の
〔
）
が
設
置
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
。
第
一
○
号
法
第
四
、
五
項
で
は
、
自
治
領
の
法
的
日
輪
の

問
題
に
閲
し
て
は
、
ル
テ
ー
ー
ア
民
族
議
会
、
共
同
の
問
題
［
外
交
、
躯
事
、
司
法
、
そ
の
他
〕
に
関
し
て
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
共
同
国
民

（
９
）

識
〈
琴
が
特
鞘
す
る
こ
と
、
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
令
の
下
に
、
ル
テ
ニ
ア
地
域
議
会
と
ル
テ
ニ
ァ
地
域
内
側
が
確
立
さ
れ
た
。
首
都
は
ム
カ
チ
ェ
ヴ
ォ
ー
（
冨
口
丙
呂
の
ぐ
Ｒ
・
ム
ン
カ

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

八
七

続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

と
ル
ー
マ
ニ
ア
に
削
譲
の
約
束
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
両
国
と
Ｊ
ｂ
、
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
、
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
微
の
化
財
処
、
分
割
が
当
而

の
目
標
で
あ
っ
た
の
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
指
導
者
、
特
に
、
個
侶
、
法
曹
家
、
教
師
、
官
吏
等
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
友
好
的
方
針
を
保
ち

（
８
）

て
い
た
・

か
か
る
姿
勢
を
代
表
し
た
の
は
、
一
九
一
八
年
一
一
月
九
日
に
ウ
ン
グ
ヴ
ァ
ー
ル
に
形
成
さ
れ
た
、
三
五
名
か
ら
な
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
・

ル
テ
ニ
ァ
国
民
会
議
（
日
ロ
日
日
‐
日
筋
ゴ
ロ
の
ｂ
Ｂ
Ｂ
８
）
で
あ
っ
た
。
議
長
は
サ
ポ
ー
（
の
８
｛
己
の
目
・
ロ
）
、
書
記
は
ヴ
ォ
、
シ
ン

（
く
。
』
。
⑫
頁
シ
く
い
５
昌
口
）
か
ら
な
る
国
民
会
議
は
、
一
一
Ⅱ
一
九
Ⅱ
、
一
連
の
要
求
を
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
に
提
出
し
た
。
そ
こ
で
は
、

ル
テ
ニ
ア
人
民
衆
と
接
触
を
も
つ
知
小
を
、
マ
ー
ラ
マ
ｕ
シ
ュ
（
ご
尿
日
日
日
８
）
、
ペ
レ
グ
（
、
の
『
の
い
）
、
ウ
ン
グ
（
ロ
。
ｍ
）
、
ウ
ゴ
チ
ャ

（
ｐ
ｍ
５
間
）
の
紺
映
に
配
価
す
る
こ
と
、
宗
教
行
に
ル
テ
ニ
ア
支
部
を
慨
く
こ
と
、
大
学
に
ル
テ
ニ
ァ
学
科
を
樅
く
こ
と
弊
が
要
求
さ
れ



ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

八
八

ｌ
チ
菖
目
江
、
⑪
）
に
お
か
れ
、
議
促
に
は
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ー
ン
（
の
［
の
畝
Ｐ
‐
シ
、
・
の
８
口
）
‐
が
任
命
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
自
治
地
域
の
国
有
地
、
鉱
山
、
森
林
は
、
「
ル
テ
ニ
ア
民
族
法
に
代
表
さ
れ
る
」
所
有
地
域
と
さ
れ
、
ル
テ
ニ
ァ
地
域
に
住

む
非
ル
テ
ニ
ア
人
の
居
住
権
、
文
化
的
自
胎
権
は
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ウ
ン
グ
ヴ
ァ
ー
ル
の
民
族
会
議
と
併
存
す
る
形
で
、
プ
レ
シ
ョ
フ
（
勺
『
尻
・
ぐ
⑪
エ
。
ヘ
リ
エ
シ
ュ
何
℃
の
ユ
研
）
、
マ
ー
ラ
マ
ｕ
シ
ュ
シ
ゲ
ト

（
シ
忌
日
日
日
。
⑪
§
ぬ
の
〔
）
で
も
ル
テ
ー
ー
ァ
民
族
会
議
が
機
能
し
て
い
た
。
地
域
組
織
と
し
て
は
、
前
者
は
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
後
者

は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
併
合
を
虹
ん
で
い
た
。

マ
ー
ラ
マ
口
シ
ュ
シ
ゲ
ト
の
民
族
会
縦
は
、
フ
ス
ト
（
国
厨
風
）
に
民
族
大
会
を
冊
架
し
た
。
大
会
は
、
一
七
五
の
町
村
か
ら
一
四
二

○
妬
の
代
表
が
参
加
し
、
一
九
一
九
年
一
Ⅱ
二
一
Ⅱ
に
、
ル
テ
ニ
ァ
の
民
族
会
議
と
の
新
し
い
統
一
体
を
形
成
す
る
こ
と
を
直
言
し
た
。

ウ
ン
グ
ヴ
ァ
ー
ル
の
氏
族
会
鍍
の
立
場
も
未
確
定
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
共
同
か
分
離
か
の
川
で
決
断
し
き
れ
ず
勅
帰
し
て
い
た
。

「
ル
テ
ニ
ア
地
域
」
に
川
す
る
川
民
法
の
設
悩
に
側
し
、
一
二
几
二
六
Ⅱ
に
「
謝
意
」
を
示
す
た
め
プ
ダ
プ
シ
ュ
ト
を
訪
れ
た
ヴ
ォ
ｕ
シ

ン
の
脂
導
す
る
委
員
会
は
、
同
時
に
秘
密
裏
に
ス
Ⅲ
ヴ
ァ
キ
ア
の
ホ
ッ
ジ
ャ
と
会
談
し
、
チ
ェ
コ
ス
Ⅳ
ヴ
ァ
キ
ア
と
の
統
一
の
可
能
性
に

つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
分
離
要
求
の
背
跳
に
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
獺
と
チ
ェ
コ
服
が
、
マ
ー
ラ
マ
ロ
シ
ュ
に
接
近
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
問
題

が
存
在
し
て
い
た
。
（
珈
突
、
チ
ェ
コ
服
は
、
一
九
一
九
年
一
几
一
二
Ⅱ
に
は
ウ
ン
グ
ヴ
ァ
ー
ル
に
入
城
し
た
。
）
し
か
し
、
か
か
る
チ
ェ

コ
軍
と
ル
ー
マ
ニ
ア
軍
の
進
撃
も
、
一
九
一
九
年
一
月
下
旬
に
は
一
応
集
結
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
行
政
下
に
あ
る
「
ル
テ
ニ
ァ
人
地

域
」
の
か
な
り
の
部
分
が
、
以
後
、
社
会
主
義
政
権
に
至
る
ま
で
機
能
し
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ル
テ
ニ
ァ
が
ｎ
桁
を
確
立
し
得
た
の
は
、
分
離
要
求
が
当
而
現
実
的
で
な
く
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
も
耶
嚇
的
脅
威
を
直
接
与
え
る
地
域
で

は
な
か
っ
た
、
と
い
う
、
き
わ
め
て
消
極
的
な
理
由
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
一
九
一
八
年
二
月
の
時
点
で
は



小
民
族
が
い
か
な
る
国
家
領
域
に
帰
帆
す
る
か
は
き
わ
め
て
不
確
定
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

〈
２
〉
ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
主
義
革
命
政
権
と
諸
民
族

ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
主
義
革
命
政
権
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義
を
掲
げ
て
い
か
な
る
民
族
政
策
を
と
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
も

（
皿
）

既
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
根
幹
だ
け
を
示
し
て
お
き
た
い
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
主
義
政
権
は
、
「
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
（
の
８
：
一
一
の
Ｂ
ｍ
８
く
の
鳳
悶
の
の
弓
四
日
８
忍
臥
司
協
３
ｍ
）
」
を
う
ち
出
し
、

（
Ⅲ
）

「
向
山
な
民
族
の
自
由
な
連
邦
」
を
主
根
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
一
八
年
一
○
几
以
降
の
民
族
主
義
的
同
家
形
成
を
批
判
す
る
形
で

束
・
中
欧
の
抜
本
的
Ⅳ
編
を
め
ざ
そ
う
と
し
た
。

こ
れ
に
の
っ
と
っ
て
、
一
九
一
九
年
六
Ⅱ
一
六
Ⅱ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
赤
耶
と
束
ｘ
ぃ
ヴ
ア
キ
ア
民
衆
の
ラ
ダ
（
『
且
円
ソ
ヴ
ェ
ト
）
の
迦

動
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
が
ス
川
ヴ
ァ
キ
ァ
・
ラ
ダ
共
和
国
（
の
一
・
ぐ
目
⑰
巨
肉
８
口
目
戸
口
鼠
ｑ
）
で
あ
っ
た
。
ホ
ッ
ジ
ャ
は
、
こ
れ
を

共
産
主
義
将
の
陰
謀
と
き
め
つ
け
て
い
る
が
、
現
実
に
は
ス
回
ヴ
ァ
キ
ア
・
ラ
ダ
雛
災
兼
外
務
人
氏
委
ロ
ャ
ノ
ウ
シ
ェ
ク
（
］
目
・
息
の
丙
》

し
貝
・
日
ロ
）
が
チ
ェ
コ
ス
卿
ヴ
ァ
キ
ァ
政
府
に
訴
え
て
い
る
よ
う
に
、
「
チ
ェ
コ
と
の
迎
合
を
第
一
雑
的
と
し
つ
つ
Ⅷ
シ
ア
、
ハ
ン
〃
リ

ー
と
も
共
存
す
る
こ
と
を
瓢
む
」
、
ス
Ⅲ
ヴ
ア
キ
ア
氏
族
迎
励
の
歴
史
的
性
絡
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ス
Ⅶ
ヴ
ァ
キ
ア
・
ラ
ダ
は
、
結
局
、
社
会
主
雑
革
命
の
西
へ
の
拡
が
り
を
恐
れ
る
迎
合
囚
政
府
に
よ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
へ
の
撤
退
要

求
の
妓
後
通
牒
と
、
チ
ェ
コ
耶
の
杯
侵
入
に
よ
っ
て
崩
れ
さ
っ
た
が
、
社
会
主
義
体
制
を
基
盤
と
し
た
連
邦
化
の
試
み
は
、
戦
側
期
か
ら

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
東
欧
を
歴
史
的
に
経
験
し
た
現
代
か
ら
見
て
、
や
は
り
当
時
に
お
い
て
も
有
力
な
一
つ
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
と
い

い
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

但
し
、
世
紀
転
換
期
の
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
化
」
政
策
と
民
族
の
弾
圧
の
記
憶
が
鮮
明
で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
政
権
、

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
悶
題

八
九

通
牒
と
、
チ
ェ

界
大
戦
後
の
車

で
は
な
い
だ
ろ

世
紀
転
換
期
の



ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

九
○

赤
軍
そ
の
も
の
が
極
め
て
民
族
的
色
彩
の
強
い
も
の
に
み
え
、
諸
民
族
の
反
発
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

ロ
シ
ア
と
は
異
な
り
、
束
・
中
欧
に
お
い
て
は
帝
国
解
体
後
、
雄
命
政
権
に
よ
る
帝
国
の
述
邦
的
再
編
は
実
現
さ
れ
ず
、
小
民
族
が
近

、

隣
民
族
と
む
す
び
つ
い
て
小
多
民
族
国
家
を
形
成
し
た
声
）
と
に
よ
り
、
国
家
再
再
編
の
問
題
は
戦
側
期
に
持
ち
越
さ
れ
る
一
」
と
と
な
る
の

で
あ
る
。

ｊ

（
、
）
ア
ル
ヒ
ー
フ
、
シ
言
い
巴
日
・
厨
臥
、
】
⑩
８
口
ロ
ー
》
の
日
の
８
く
の
［
冊
い
の
⑭
弓
回
且
８
召
鳳
曰
吋
８
段
函
ご
界
・
〔
『
己
旦
口
．
シ
弓
：
少
８
．
穴
。
乱
の
臥
晒
。
⑩

の
怠
］
肝
曾
の
丙
昌
の
⑫
ｇ
の
岸
）
の
巴
『
＆
恩
ご
く
の
．
．
①
Ｃ
頁
・
桿
、
ぃ
。
の
．
‐
己
巳
・
甘
口
旨
の
圏
Ｉ
目
・
銘
．

（
３
）
ア
ル
ヒ
ー
フ
、
富
】
ロ
】
⑰
【
①
『
Ｂ
Ｂ
Ｂ
．
。
『
叩
臥
、
。
⑩
い
の
乱
］
は
円
・
宍
・
日
．
』
巴
、
○
の
。
①
ヨ
ワ
閂
酉
。

（
４
）
』
〔
貝
ご
ミ
ペ
蔚
月
＆
莨
鳶
時
・
く
員
Ｓ
『
・
丘
。

（
５
）
言
口
堕
Ｓ
３
関
舟
＆
、
§
：
ン
「
員
】
ｇ
・
』
□
。

（
６
）
恩
乱
、
○
い
“
の
い
］
ｇ
聾
ミ
ロ
巴
。
§
蔚
持
抽
魯
筒
与
・
蒜
と
隼
‐
⑪
、
。
』
。
．

（
７
）
○
の
８
円
］
囚
の
旦
沁
§
。
（
員
ｓ
君
§
回
（
〉
：
試
庶
。
§
。
（
貝
ご
毬
冒
国
謹
討
ｍ
ｐ
ｑ
・
Ｚ
の
乏
邑
○
鳥
．
ご
＄
６
．
８
．

（
８
）
員
貸
ご
ロ
ミ
簡
持
ご
愚
菖
、
・
ぐ
員
屋
や
‐
岸
ｇ
・
］
。
。

（
９
）
ア
ル
ヒ
ー
フ
、
シ
届
ぬ
瑁
閏
。
『
⑪
働
預
○
口
日
ロ
ロ
の
日
い
の
〔
の
丙
○
日
の
ロ
：
］
汚
の
胤
禺
Ｉ
）
。
、
口
の
］
②
歸
肝
岸
府
の
く
の
］
曰
の
堀
は
い
。
［
【
日
目

８
］
８
戸
鵬
召
炉
の
忍
』
日
Ｈ
・
○
句
の
乱
、
。
①
Ｐ
の
ぐ
の
一
は
【
逼
宍
・
←
Ｐ
巳
届
〆
河
口
蔽
口
・

（
川
）
羽
場
久
泥
子
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
主
義
に
お
け
る
氏
族
と
国
家
」
『
共
産
主
義
と
国
際
政
論
』
、
一
九
八
四
年
、
第
九
巻
、

１
１
Ｊ

（
注
）

（
１
）
羽
場
『
史
学
雑

（
２
）
国
。
『
○
の
可
の
『
の
□

ご
ロ
円
・
巳
李
Ｉ
Ｓ
ｍ
ｏ
丘
．

羽
場
『
史
学
雑
誌
』
論
文
参
照
。
「
束
の
ス
イ
ス
」
構
想
は
、
後
に
チ
ェ
コ
ス
仰
ヴ
γ
キ
ァ
の
ベ
ネ
シ
ュ
も
一
時
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。

国
。
『
・
の
可
の
州
の
ロ
。
．
ご
ロ
ー
巴
ミ
ー
。
』
§
胸
へ
８
罵
宵
、
§
頁
・
計
・
巳
Ｂ
Ｉ
Ｂ
臼
‐
す
の
ロ
・
ロ
日
ロ
ロ
の
い
が
】
①
『
Ｐ
命
ｌ
念
・
］
Ｑ
・
罠
両
国
。
§
周
月
＆
、
§
§
．

ロ
ピ
ロ
』
の
Ｎ
［
の
射
つ
》
園
口
〕
い
い
［
の
『
０

□
巳

第
二
号
、
七
’
九



し
か
し
、
当
時
の
連
邦
構
想
が
、
は
た
し
て
当
時
の
民
衆
と
ど
こ
ま
で
む
す
び
つ
い
て
い
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
民

衆
運
動
内
部
か
ら
出
て
き
た
理
念
で
あ
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
連
邦
化
要
求
に
関
し
て
は
、
’
八
四
八
年
革
命
、
’
八
六
（
Ｙ
－
一
八
九

本
論
文
で
見
て
き
た
如
く
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
内
の
民
族
運
動
は
、
埜
木
的
に
は
「
諸
民
族
の
共
存
」
と
い

う
形
で
、
帝
国
の
再
編
と
種
だ
の
自
治
、
迎
合
、
連
邦
化
を
要
求
し
て
き
た
。
そ
の
端
的
な
も
の
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
ギ
カ
、
パ
ル
チ
ェ

ス
ク
、
ポ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
見
ら
れ
た
「
合
衆
国
」
的
連
邦
化
、
あ
る
い
は
ラ
デ
ィ
ッ
チ
の
「
農
民
共
和
国
連
邦
」
、
ホ
ッ
ジ
ャ
の
「
諸
民

族
の
中
欧
述
邦
」
に
梨
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
「
諸
民
族
の
共
存
」
は
、
理
念
的
・
理
想
主
義
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
第
三
者
が
現
実
を
ふ
ま
え
ず
に
提
起
し
た
命
題
で

も
な
い
。
そ
の
場
に
お
い
て
氏
族
巡
励
を
闘
っ
て
い
る
人
々
ｎ
ら
の
内
側
か
ら
川
さ
れ
た
、
極
め
て
呪
災
的
な
命
題
で
あ
っ
た
。
「
合
衆

凶
」
型
迎
邦
構
想
は
、
呪
災
に
は
束
・
中
欧
の
各
「
州
」
の
利
禅
対
立
が
あ
ま
り
に
強
力
で
あ
っ
た
が
故
に
、
不
可
能
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

例
え
ば
、
経
済
（
貿
易
側
係
）
、
耶
酬
、
外
交
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
利
害
に
船
づ
い
た
結
束
を
要
と
し
、
そ
の
他
の
問
題
に
お
い
て
は
広

範
な
自
給
を
認
め
る
、
と
い
う
、
い
わ
ば
囚
家
迎
合
的
な
共
存
形
態
は
、
可
能
で
あ
り
、
几
っ
岐
も
必
喚
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
（
そ
の
一
部
は
、
限
界
を
有
し
つ
つ
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
東
欧
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
）

実
際
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
Ⅲ
帝
川
内
諸
民
族
は
、
分
離
・
独
立
し
、
肌
つ
そ
の
結
果
、
扣
互
対
立
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
と

な
る
が
、
そ
の
後
も
、
諸
民
族
共
存
の
力
向
は
、
’
九
三
○
年
代
、
及
び
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
至
る
ま
で
、
引
き
続
き
模
索
さ
れ
て
行

く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
秤
編
と
ス
ラ
グ
於
族
問
題

九
一



一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
い
わ
ば
帝
国
内
部
か
ら
の
諸
民
族
の
連
邦
化
要
求
に
呼
応
す
る
形
で
、
こ
れ
を
取
り
込
も
う
と
す
る
汎
ス
ラ
ヴ

主
義
、
汎
ゲ
ル
マ
ン
主
義
の
運
動
が
成
長
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
が
逆
に
、
連
邦
制
要
求
の
発
展
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
、
汎

ス
ラ
ヴ
主
義
の
脅
威
は
、
諸
民
族
の
側
に
も
り
あ
が
っ
て
い
た
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
の
連
邦
制
に
対
す
る
帝
国
支
配
屑
の
危
機
意
識
を
高
め
さ

せ
、
彼
ら
に
非
ス
ラ
ヴ
た
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
「
妥
協
」
す
る
方
向
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
挙
に
帝
国
に
お
け
る
連
邦
制
の
実

現
可
能
性
を
遠
の
か
せ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
特
に
、
東
欧
諸
民
族
が
望
ん
だ
「
ア
メ
リ
カ
」
と
「
ス
イ
ス
」
が
何
故
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
邦
制
を
実
現
し
得
、
東
欧
は
実

現
し
得
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
上
で
も
迩
要
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
諸
列
強
の
播
頭
の
中
で
、
軍
事
的
・
政
胎
的
に
国
際
政
桁
の
力

関
係
を
左
右
し
う
る
地
理
的
立
場
に
あ
る
東
欧
は
、
周
辺
諸
列
強
の
思
惑
に
逆
ら
っ
て
独
自
の
国
家
形
成
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
民
族
問
題

九
二

○
年
代
、
世
紀
転
換
期
、
二
○
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
、
民
衆
集
会
、
請
願
迦
動
等
が
存
在
し
た
も
の
の
、
連
邦
構
想
は
、
基

本
的
に
は
、
民
族
運
動
指
導
者
に
よ
る
理
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
独
立
自
体
が
、
必
ず
し
も
民
衆
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
決
定
で
な
く
、
基
本

的
に
は
、
亡
命
政
沿
家
と
連
合
国
と
に
よ
り
、
国
内
の
氏
族
運
動
と
は
次
元
の
異
な
っ
た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
た
（
特
に
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
人
、

ク
ロ
ァ
チ
ア
人
に
と
っ
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
）
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
「
民
衆
に
よ
る
変
革
」
は
、
ロ
シ
ア
革
命
と
連
動
し
た
一
連
の
社

会
主
義
運
動
を
除
き
、
国
家
形
成
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
未
だ
充
分
雁
附
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
何
故
連
邦
制
出

来
・
中
欧
に
お
い
て
、
【

の
干
渉
と
脅
威
で
あ
ろ
う
。

何
故
連
邦
制
は
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
て
お
き
た
い
⑪

に
お
い
て
、
最
も
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
そ
の
顕
事
的
・
地
理
的
敢
要
性
故
の
、
周
辺
諾
列
強



（
３
）
蛾
後
に
ス
ラ
ヴ
諸
氏
族
に
お
い
て
は
、
一
方
で
は
、
①
回
シ
ア
に
依
拠
し
た
ス
ラ
ヴ
的
統
一
と
解
放
を
め
ざ
す
グ
ル
ー
プ
と
、

他
力
で
は
、
②
帝
国
内
部
諸
民
族
の
被
支
配
的
地
位
か
ら
の
解
放
に
よ
る
諾
氏
族
平
等
の
連
邦
Ｎ
家
を
め
ざ
す
グ
ル
ー
プ
と
が
併
存
し

第
二
に
は
、
内
部
の
問
題
点
、
即
ち
、
「
共
存
」
を
志
向
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
時
の
束
・
中
欧
紺
氏
族
及
び
識
階
肘
に
お
い
て
思

惑
及
び
利
害
の
対
立
が
歴
史
的
に
恒
常
化
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
１
）
ま
ず
帝
国
内
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
に
お
い
て
は
、
西
欧
紺
列
仙
及
び
ス
ラ
ヴ
に
対
抗
す
る
た
め
の
帝
国
の
近
代
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
再

編
と
維
持
が
岐
大
の
課
脳
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
立
悲
刈
主
的
述
邦
制
を
考
え
る
ポ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
案
が
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

（
２
）
次
に
、
帝
国
で
第
二
の
地
位
を
占
め
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
に
お
い
て
は
、
自
民
族
の
地
位
・
特
権
の
優
位
性
を
維
持
し
つ
つ
、
よ
り
強

力
な
国
家
が
め
ざ
さ
れ
た
。
（
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
コ
シ
ュ
ー
ト
も
デ
ア
ー
ク
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
コ
シ
ュ
ー
ト
の
彼
支
配
氏

族
へ
の
岐
終
的
譲
歩
は
、
ハ
ン
ガ
リ
１
氏
族
の
支
配
的
地
位
を
結
果
的
に
弱
め
る
も
の
と
し
て
国
内
ハ
ン
ガ
リ
ー
支
配
屑
に
抓
否
さ
れ
た

即
ち
、
（
１
）
（
２
）
の
支
配
民
族
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
は
、
雌
本
的
に
向
ら
の
傾
士
・
支
配
的
地
位
を
維
持
す
る
た
め

の
迎
邦
化
を
要
求
し
、
保
守
的
・
現
状
維
持
的
立
場
に
た
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
他
力
、
（
３
）
の
被
支
配
氏
族
は
、
①
で
は
大
凶
依
仔
的

だ
が
、
②
で
は
被
支
配
的
地
位
か
ら
の
解
放
に
よ
る
述
邦
化
を
主
張
し
て
お
り
、
彼
ら
は
す
べ
て
共
に
「
連
邦
化
」
を
掲
げ
な
が
ら
も
こ

の
時
期
に
お
い
て
は
合
意
に
達
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
容
認
さ
れ
得
な
か
っ
た
。
］

て
い
た
・

た
の
で
あ
る
。
［
特
に
机
対
立
す
る
ド
イ
ツ
、
回
シ
ア
の
狭
側
に
あ
っ
て
は
、
現
状
の
力
関
係
を
崩
す
国
家
構
想
は
、
い
ず
れ
の
側
か
ら

の
で
あ
る
。
）

ハ
プ
ス
プ
ル
グ
帝
掴
の
祁
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

九
三
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問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
状
況
の
下
で
、
》

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
帝
国
の
再
編
と
ス
ラ
ヴ
氏
族
問
題

九
四

歴
史
の
流
れ
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
（
１
）
（
２
）
お
よ
び
（
３
）
‐
－
①
は
、
二
○
世
紀
に
お
け
る
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
の
東
欧
識
民
族
の

自
覚
の
高
揚
と
運
動
の
成
長
の
中
で
は
、
既
に
時
代
遅
れ
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
（
３
）
ｌ
②
が
い
か
に
実
現
可
能
か
が



は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
注
）

（
１
）
周
辺
諸
大
国
の
彫
騨
力
の
「
過
大
」
評
価
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
史
研
究
者
Ⅱ
氏
か
ら
償
虹
な
御
批
判
を
受
け
た
。
仏
を
は
じ
め
と
す
る

、
、

西
欧
列
独
廿
麟
は
、
チ
ェ
コ
亡
命
政
治
家
輔
の
熱
心
な
独
立
要
求
を
承
認
す
る
形
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
側
か
ら
の
東
欧
再
編
計
画
は

当
初
待
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
事
実
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
第
一
に
、
チ
ェ
コ
の
独
立
要
求
は
職
争
当
初
か
ら
行
わ
れ
て
い

た
が
西
欧
諸
列
撤
は
こ
れ
を
無
視
し
、
ま
さ
に
画
シ
ァ
革
命
と
ブ
レ
ス
ト
講
和
以
降
、
彼
ら
の
肛
接
利
害
が
來
欧
の
再
編
と
裕
接
に
結
び
付
い
て

き
た
時
点
で
急
速
に
亡
命
政
治
家
の
要
求
を
認
め
る
方
向
に
転
換
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
政
府
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
社
会
主

義
政
府
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
革
命
政
府
等
が
熱
心
に
協
獅
図
に
対
し
、
独
自
の
、
か
つ
東
欧
共
同
の
講
和
交
渉
を
は
た
ら
き
か
け
て
も
完
全
に
黙

殺
し
き
っ
た
こ
と
、
の
二
点
に
お
い
て
、
協
商
国
は
、
自
国
の
利
害
関
心
を
東
欧
の
再
編
に
貫
徹
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
東
欧
の
諸
民
族

の
意
向
を
反
映
し
て
受
け
身
的
に
承
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

〔
付
記
》
本
論
文
は
、
一
九
八
四
年
秋
の
史
学
会
報
告
、
及
び
一
九
八
五
年
の
近
現
代
史
サ
マ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
報
告
を
基
礎
に
、
加
繁
・
修
正

し
た
も
の
で
あ
る
。
〕

ハ
プ
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プ
ル
グ
帝
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ラ
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